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1 はじめに 

（1） 計画策定の趣旨 

 本県の人口は、平成 10 年を境に全国平均より約 10 年早く減少局面に突入しており、令

和３年に改訂した「熊本県人口ビジョン（改訂版）」は、2045 年（令和 27 年）における県

内人口は 152.1 万人（国立社会保障・人口問題研究所の推計では 144.2 万人）まで減少す

る推計となっている。（令和２年 10月１日現在の人口：173.6万人） 

 県内の地域公共交通は、こうした人口減少等の影響により、利用者の減少や、それに伴う

交通事業者の収支の悪化・自治体負担の増加に歯止めがかからない状況が長く続いてきた

ほか、近年ではバスやタクシーの運転士不足をはじめとする供給面の課題も顕在化してい

る。また、新型コロナウイルスの感染拡大が地域公共交通に与える影響も甚大である。感染

拡大防止を目的としたイベントや外出自粛の要請により、公共交通機関の利用者数は大き

く減少し、各事業者は非常に厳しい経営状況に追い込まれている。今後、さらに本格的な人

口減少・高齢社会の到来や、コロナウイルス収束後の“新しい生活様式”を踏まえた県民の

ライフサイクルの変化等が予見される中、県内各地域の実情に沿った持続可能な公共交通

網をどのように構築するのか、改めて官民が連携して検討すべきタイミングを迎えている。 

 加えて、本県は、「平成 28年熊本地震」、「令和２年７月豪雨」と２度の大きな災害からの

復旧・復興の途上にある。被災地域においては、鉄道や道路の不通に伴い、公共交通網の姿

が大きく変化しており、さらには今後の復旧・復興の段階に応じても、住民の移動ニーズは

日々変化していくことが予想される。被災地域におけるこのようなニーズの変化に、しっ

かりと対応していくことも重要な課題の一つである。 

 ところで、そうした中、地域公共交通に関する法制度が転換期を迎えている。令和２年 11

月に、地域公共交通活性化再生法の一部を改正する法律が施行され、“まちづくりと連携し

た公共交通ネットワーク形成”に加え、地域における“輸送資源の総動員”の考えが位置付

けられた「地域公共交通計画」の策定が自治体の努力義務とされた。県内においては、18 の

地域・市町村において、すでに改正前の法に基づく「地域公共交通網形成計画」が策定され、

取組が進められているところではあるが、広域にわたる幹線的な公共交通網の構築につい

ては、県の主体的な役割が重要性を増している。 

また、併せて路線バス事業者の共同経営等を認める独占禁止法特例法も施行された。県

内のバス事業者５社は、同法のスキームを活用しながら共同経営を実施していく方向性を

確認しており、これにより持続可能でかつ利便性の高いバス路線網が構築されることが期

待されるが、その取組を進めるに当たっても、事業者と自治体の協議の下、バスの担うべき

役割や他の公共交通モードとの連携等の考え方を整理していくことが必要である。 

 以上のような背景を踏まえ、本県では初めてとなる県全域を対象とした地域公共交通政

策のマスタープランとして、この「熊本県地域公共交通計画」を策定する。計画の目標とし

て定める「持続可能な幹線公共交通ネットワークの構築」、「輸送資源の総動員によるコミ

ュニティ交通の充実」の達成のためには、県だけでなく、県内の市町村、交通事業者等、地

域公共交通の関係者が共通の認識を持って取り組むことが何よりも重要であり、本計画に

は、そのための指針となるべき考え方や、具体的な施策・事業等を記載する。 
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（2） 計画の区域 

本計画は、熊本県全域を対象区域とする。 

 
地域 

ブロック名 
市町村名 

熊本 熊本市 

宇城 宇土市、宇城市、美里町 

玉名 
荒尾市、玉名市、玉東町、和水町、 

南関町、長洲町 

鹿本 山鹿市 

菊池 菊池市、合志市、大津町、菊陽町 

阿蘇 
阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、 

高森町、南阿蘇村、西原村 

上益城 御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町 

八代 八代市、氷川町 

水俣・ 

芦北 
水俣市、芦北町、津奈木町 

球磨 

人吉市、錦町、あさぎり町、多良木町、 

湯前町、水上村、相良村、五木村、 

山江村、球磨村 

天草 天草市、上天草市、苓北町 

※地域ブロックは熊本県地域公共交通協議会の地域ブロック部会の区分 

図 1-1 本計画の対象区域 

 

（3） 計画の期間 

本計画の計画期間は、５年間（令和３年４月～令和８年３月）とする。 

 

  

玉名地域 

鹿本地域 

菊池地域 阿蘇地域 

上益城地域 

熊本地域 

宇城地域 

八代地域 

天草地域 

水俣・芦北地域 球磨地域 
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（4） 計画の位置づけ 

本計画は、上位計画である『新しいくまもと創造に向けた基本方針』、『第２期熊本県ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略』及び『令和２年７月豪雨からの復旧・復興プラン』を踏ま

えながら、本県の地域公共交通政策のマスタープランとして策定するものである。 

策定に当たっては、県の関連計画との整合のほか、県内各市町村で策定済み、若しくは

策定中の地域公共交通（網形成）計画とも整合を図ることとする。 

 

 

図 1-2 計画の位置づけ 

 

  

【上位計画】

○新しいくまもと創造に向けた基本方針
○第２期熊本県まち・ひと・しごと創生総合戦略
○令和２年７月豪雨からの復旧・復興プラン

熊本県
地域公共
交通計画

〔県の計画〕

【関連計画】
○都市計画区域ＭＰ基本方針
○やさしいまちづくり推進指針
○高齢者福祉計画
○障がい者計画 等

〔市町村の計画〕

【上位計画】

○総合計画
○まち・ひと・しごと創生総合戦略

地域公共交通
（網形成）計画

※県内18地域で策定済
（１地域で策定中）

上位計画を踏まえ策定
上位計画を
踏まえ策定

整合

整合

【関連計画】
○熊本都市圏都市交通ＭＰ
（策定主体：熊本都市圏総合交通計画協議会）

整合
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表 1-1 県の上位・関連計画 

計画名 内容（関連部分抜粋） 

新しいくまもと創

造に向けた基本方

針 

３ 熊本地震からの創造的復興 

施策２ 創造的復興の推進 

・甚大な被害を受けた益城町の復興まちづくりや、阿蘇へのアク

セスルートの回復を契機とした観光振興、南阿蘇村立野・黒川

地域の魅力向上や産業創出を進めるとともに、熊本の象徴であ

る熊本城を含む文化財等の復旧や魅力発信に取り組みます。 

・魅力あふれる空港づくりや空港アクセスの改善、「UXプロジェク

ト」の推進など、阿蘇くまもと空港が地域活性化の起爆剤とな

るよう、大空港構想の実現に向けた取組みを進めます。 

 

４ 将来に向けた地方創生の取組み 

施策３ 安全・安心な社会の実現 

・子供や高齢者、障がい者等が、自分らしく安心して住み慣れた地

域で暮らせる社会の実現を目指し、健康寿命の延伸に向けた取

組みや医療提供体制の確保、就労支援を行うとともに、地域で

の見守りや交通事故の抑止、地域の公共交通手段の確保等に取

り組み、安全・安心な地域づくりを推進します。 

施策４ 魅力ある地域づくり 

・天草と鹿児島・長崎及び県南地域と天草を結ぶ交通ネットワー

クの具体化や、共同経営によるバス交通の最適化に取り組みま

す。また、熊本都市圏と県内各地を結ぶ幹線道路の整備を推進

するとともに、熊本市周辺の渋滞解消に必要な道路等を新広域

道路交通計画に位置付けてしっかりと取り組み、利便性の向上

や県経済の更なる発展につなげます。 

第２期熊本県まち・

ひと・しごと創生総

合戦略 

１ 令和２年７月豪雨からの創造的復興 

施策１ 被災者・被災地域の１日も早い復旧・復興に向けた取組み 

③ 災害に強い社会インフラ整備と安心して学べる拠点づくり 

・ＪＲ肥薩線、くま川鉄道、肥薩おれんじ鉄道の早期復旧を図りま

す。 

・代替バスの運行等による通学手段の確保、学校の再開・学習機会

の確保に取り組みます。 

 

２ 新型コロナウイルス感染症を踏まえた対応 

施策３ 持続可能な経済活動の実現 

④ 新たな観光スタイルの確立 

・動画やＳＮＳ等を活用したデジタルマーケティングや観光版 
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ＭａａＳ（マース）、顔認証技術の導入、ＡＩを活用した観光情

報の発信など、デジタル技術等を活用したスマートツーリズム

を推進します。 

 

３ 熊本地震からの創造的復興 

施策２ 創造的復興の推進 

③ 阿蘇地域の振興 

・地域住民の交通手段であるとともに観光の目玉の一つである南

阿蘇鉄道について、鉄道会社や地元自治体等と連携して、令和

４年度（2022 年度）末の復旧工事完了と早期の全線での運行再

開を実現します。 

・南阿蘇鉄道の利便性、魅力の向上に向け、ＪＲ豊肥本線への乗り

入れ及び電化等について、地元自治体と協力して検討を進めま

す。 

・阿蘇の復興を国内外にＰＲし、国道 57 号や国道 325 号、ＪＲ豊

肥本線等のアクセスルートの全線開通効果を最大化するため、

地元市町村等と連携し、観光振興をはじめとした阿蘇地域の創

造的復興の取組みを進めます。 

④ 「大空港構想」の実現 

・創造的復興のシンボルである新ターミナルビルの令和５年（2023

年）春の供用開始に向け、運営権者と連携し、国内線・国際線の

需要拡大の取組みを強化するなど、魅力あふれる空港づくりを

推進します。 

・長年の課題である空港・県民総合運動公園へのアクセス改善に

向け、有識者等で構成する検討委員会において、空港アクセス

鉄道の波及効果や新型コロナウイルス感染症の影響、他の交通

機関との比較等について幅広く意見を聞き、空港アクセス鉄道

に対する県民の理解を一層得られるよう検討を進め、事業化の

判断を行います。 

 

４ 将来に向けた地方創生の取組み 

施策３ 安全・安心な社会の実現 

② 子供からお年寄りまで、誰もが安心して暮らせる地域づくり 

・人口減少地域においても、交通弱者をはじめ県民のきめ細かな

移動ニーズに対応するため、市町村等における既存のコミュニ

ティ交通のより効率的な運用や、新たな制度・モビリティ技術

の活用等を支援し、地域の実情に応じた公共交通手段を確保し

ます。 
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施策４ 魅力ある地域づくり 

① 交通体系の最適化 

・県内のバス交通について、将来的に持続可能で利用者のニーズ

に沿った利便性の高いものになるよう、日本初となる“共同経

営型”の事業形態への移行によりバス事業者間の垣根を越えた

路線再編や利用促進の取組みを進めます。 

 

令和２年７月豪雨

からの復旧・復興プ

ラン 

３ 新たな治水の方向性を踏まえた治水・防災対策及び被災者・

被災地域の１日も早い復旧・復興に向けた取組 

Ⅲ 災害に強い社会インフラ整備と安心して学べる拠点づくり 

 ・ＪＲ肥薩線、くま川鉄道、肥薩おれんじ鉄道の早期復旧 

 ・代替バスの運行等による通学手段の確保、学校の再開・学習機

会の確保 

 

４ 持続可能な地域の実現に向けた将来ビジョン（目指すべき取

組みの方向性） 

Ⅰ すまい・コミュニティの創造 

 ○誰もが暮らしやすい・魅力あふれるまちづくりと新たなコミ

ュニティの形成 

  ・地域拠点と各集落間の巡回バス・デマンドタクシーの運行

やドローン等を活用した買い物支援 

Ⅳ 地域の魅力の向上と誇りの回復 

 ○観光資源の磨き上げや交通アクセスの多様化による人吉球磨

の観光拠点化 

  ・鉄道、リムジンバス、ヘリ等による阿蘇くまもと空港やＪＲ

熊本駅などとのアクセス強化 
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熊本都市圏都市交

通マスタープラン 

■交通体系の最適化（ベストミックス） 

人口減少・超高齢社会等の社会情勢の変化に的確に対応するた

め、これまでのようにすべての地域が過度に自動車利用に依存し

てきた交通体系を、住民意識の転換や関係市町村の広域連携のも

と、地域特性に応じた公共交通ネットワークや道路空間の再構築

により、利便性と効率性を兼ね備えた新たな交通体系（ベストミ

ックス）の構築を目指します。 
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 ■バスネットワークの再編 

・“幹線”と“支線”に分けるゾーンシステムの導入に取り組み、

市街地部の団子運転の解消と運行効率化により路線バスの維持

を図ります。 

・幹線区間への優先・専用レーンの導入を促進し、定時性・速達性

を向上させ、利用者離れの解消を図ります。 

 

 

 

■コミュニティ交通の充実 

・地域の主要施設や基幹公共交通と結節するコミュニティ交通を

隣接市町村連携により効果的に導入し、公共交通が不便な地域

の減少を目指します。 
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熊本県都市計画区

域マスタープラン

基本方針 

第３章 県内に共通する都市計画の方針 

(1) 交通施設の整備方針 

1) 広域的な交通体系の整備 

② 高速交通体系と一体となった県内外の都市圏間を結ぶ広域ネ

ットワークの整備 

九州新幹線の各駅から鉄道の在来線やバス等への円滑な乗り

換えができるように交通結節機能の向上を図るとともに、高速

道路インターチェンジ周辺において、高速バスと自家用車の乗

り換え施設等の整備を必要に応じて検討します。 

 

3) 都市内交通体系の整備方針 

① 公共交通機関の充実や自転車利用環境の向上及び自動車交通

の適正化並びに円滑化 

公共交通や自転車利用環境の充実と自動車交通の適正化にあ

たっては、エコ・コンパクトシティの実現に向けて都市構造のコ

ンパクト化により自動車交通の発集量そのものを抑制します。 
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やさしいまちづく

り推進指針 

第４章 具体的な推進方向 

２ 移動・施設利用上の障壁除去 

⑴ 移動手段や制度の整備・活用 

コミュニティバス、乗合タクシーの導入等による地域交通の

充実、旅客施設・公共車両等の整備促進、障がい者の移動支援な

どにより、高齢者や障がい者等の円滑な移動を確保する取組み

を促進します。 

長寿・安心・くまも

とプラン 

第８期熊本県高齢者

福祉計画・介護保険

事業支援計画 

第４章 重点目標と重点分野・主要施策 

２ 重点分野・主要施策 

（４）多様な住まい・サービス基盤の整備 

⑥ 移動手段の充実 

○交通関係部局との連携による移動手段の充実 

・市町村における福祉部局と交通関係部局との連携の強化や、

地域の交通事業者等と市町村の福祉部局等による協議の場

の活用等により、一体的な対策の検討を促進します。 

○生活支援サービス等による移動支援サービスの充実 

・介護予防・日常生活支援総合事業において実施される移動支

援サービス（訪問型サービスＤ）等の普及・拡大や、地域の

公共交通サービス及び移動支援サービスの充実が図られる

よう、市町村の取組みを促進します。 

・市町村や地域包括支援センターを対象とした研修会等を通じ

て、介護予防や生活支援サービスの充実と併せた移動支援サ

ービスの取組みを促進します。 

○交通事業者等による認知症高齢者等の見守り支援の促進 

・認知症高齢者等が公共交通機関等を利用しやすいよう、交通

事業者等に対する認知症サポーター養成を推進し、交通事業

者等による見守り支援の取組みを促進します。 

第６期熊本県障がい

者計画 くまもと障

がい者プラン 

第３章 分野別施策 

７ 生活環境 

（３）旅客施設・公共交通機関 

① 旅客施設及び公共車両のユニバーサルデザイン化 

障がい者の利用に配慮した旅客施設及び公共交通機関の整備

を図るため、交通事業者など関係機関への整備状況について調

査等を実施するとともに、交通事業者への啓発を通して、旅客施

設及び公共車両のユニバーサルデザイン化を促進します。 
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2 地域の概況 

（1） 地勢・地理 

本県は九州の中央部に位置し、総面積は約 7,409 ㎢（令和２年全国都道府県市区町村別

面積調）で全国第 15 位、約６割が森林で占められている。 

北部は比較的緩やかな山地、東から南にかけては標高 1,000ｍ級の山々に囲まれており、

北東部は世界有数のカルデラを持つ阿蘇山がそびえる。 

西部には平野部が広がる。北西部で熊本平野が有明海に、南西部で八代平野が八代海に

それぞれ面しており、その間から宇土半島が突き出し、天草五橋により天草諸島へと続い

ている。南東部には山地に囲まれた人吉盆地があり、九州山地を隔てて宮崎県と接してい

る。 

水系は、阿蘇を源とする菊池川・白川、九州山地を源とする緑川が有明海に、同じく九州

山地に端を発する球磨川が八代海に、それぞれ注いでいる。 

 

 

出典：国土数値情報 

図 2-1  土地利用 

  

阿蘇山 

九州山地 

有明海 

八代海 

熊本平野 

八代平野 

人吉盆地 
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⚫ 地域指定状況 

図 2-2 に県内各市町村の地域指定の状況を示す。 

中山間地域を中心に、27 市町村が過疎地域（いわゆる「みなし過疎」及び「一部過疎」

含む）に指定されている。 

（1）過疎地域 

 

（2）山村 
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東
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水上村

高森町
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過疎地域

過疎地域と見なされる市町村

旧過疎市町村の区域のみ
過疎地域と見なされる市町村
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水俣市

人吉市
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（3）離島 

 

（4）半島 

 

（令和２年３月１日現在） 

図 2-2  地域指定状況 
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（2） 社会状況 

① 人口動態 

本県の人口は、平成 10 年を境に減少傾向にあり、全国よりも約 10 年早く人口減少局面

に突入し、令和２年 10月１日時点で 173.6 万人（熊本県推計人口調査結果報告）となって

いる。 

年齢３区分別では、年少人口（０～14 歳）及び生産年齢人口（15～64歳）が減少し、老

年人口（65歳以上）は増加している。 

この傾向は将来的にも続くことが想定され、「熊本県人口ビジョン（改訂版）」における

本県の将来展望では、2045年（令和 27年）には総人口が 152.1万人（国立社会保障・人口

問題研究所の推計では144.2万人）、このうち約３人に１人が高齢者になると推計している。 

 

 

出典：熊本県人口ビジョン（改訂版） 

図 2-3 年齢 3 区分別人口の推移 

 

  

Keywords 

生産年齢人口の減少 少子高齢化の進展 
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本県は、政令指定都市である熊本市をはじめ 14の市と 23町 8村の合計 45市町村から構

成されている。 

人口の分布をみると、総人口の４割以上に当たる約 74 万人が熊本市に集中しており、同

市を中心に合志市や菊陽町にも人口密度が高い地域の広がりが見られる。 

それ以外の地域では、宇土市、宇城市、荒尾市、玉名市、山鹿市、八代市、水俣市、人吉

市、天草市の中心部などで人口の集中が見られる。 

一方、多くの中山間地域では人口が希薄であり、半数以上の 27 市町村が過疎地域（いわ

ゆる「みなし過疎」及び「一部過疎」含む）に指定されている。 

 

 

出典：平成 27年国勢調査 

図 2-4 本県の人口分布  
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図 2-5は、平成 27 年時点の人口に対する将来推計人口（令和 12年時点）の増減を表し

たものである。 

熊本市中央区及び東区、合志市、大津町、菊陽町等において、人口増加が見込まれるほか

は、県内のほとんどの地域で人口が減少する推計となっている。 

 

 

出典：平成 27年国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所推計値 

図 2-5 平成 27 年時点の人口に対する将来推計人口（令和 12 年時点）の増減 

 

  

Keywords 

人口の二極化 過疎化の進行 
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県域全体で、高齢化率が高い区域が広範囲に分布しており、特に過疎地域に指定されて

いる市町村においては、多くの区域で高齢化率が 50％を超えている状況が見受けられる。 

一方、都市部においても、中心部から少し離れた地域では高齢化率が高い区域が散見さ

れる。 

 

 

出典：平成 27年国勢調査 

図 2-6 高齢化率の分布状況 

  

Keywords 

高齢化率が高い区域が広範囲に分布 
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② 移動特性 

図 2-7 は、本県における通勤移動による市町村間の人口流動を表している。 

広い範囲の市町村と熊本市との間で相互に通勤流動があることがわかる。また、熊本市

以外では、玉名市や阿蘇市、人吉市等において、各地域ブロック内の周辺市町村からの通

勤流動が集中している。 

 

 

出典：平成 27年国勢調査 

図 2-7 通勤移動による人口流動  

凡例（通勤者数）

100〜300人

○○市

○○

（○○.○）

（町名）

（自地域内移動）
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図 2-8 は、本県における通学移動による市町村間の人口流動を表したものである。 

多くの大学、高校が立地している熊本市に、周辺市町村からの通学流入が圧倒的に集中

している一方で、熊本市から周辺市町村への通学も一定数見られる。 

その他、生徒数の多い高校が立地する玉名市、大津町、八代市、人吉市等には、一定程度

の流入が見られ、地域ブロックをまたぐ流動も存在する。 

 

 

出典：平成 27年国勢調査 

図 2-8 通学移動による人口流動 

  

凡例（通学者数）

20〜100人
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（自地域内移動）

（自市町村内で

通勤する割合）

101〜200人

201〜300人

301〜500人
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（84.3）

津奈木町
350

（67.7）

美里町
609

（68.6）
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③ 運転免許保有・返納の状況 

人口の高齢化に伴い、高齢者の運転免許者数は年々上昇を続けているが、その一方で、

運転免許の自主返納者数も増加している。 

本県においては、運転免許自主返納者数が増加し続けており、令和元年には自主返納者

数が 7,100 人を超えた。 

 

図 2-9 本県における運転免許人口の推移 

 

※平成 26 年以前：「～64 歳」「65 歳～」の２区分         

平成 27 年以降：「～64 歳」、「65 歳～74 歳」、「75 歳～」の３区分 

出典：運転免許統計 

図 2-10 本県における運転免許自主返納者数の推移  
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3 地域公共交通の現状 

（1） 県内全体の公共交通ネットワークの概況 

表 3-1 県内を運行・運航する公共交通機関（令和２年 11 月 1 日現在） 

<鉄道・軌道>  

事業者名 路線・運転系統等 
平日 1日あたりの 

運行本数（上下計） 備考 

九州旅客鉄道 

九州新幹線 

（博多～鹿児島中央） 
94本 熊本駅発着本数 

鹿児島本線 

（門司港～八代） 
102本 熊本駅発着本数 

豊肥本線 

（熊本～大分） 
107本 熊本駅発着本数 

三角線 

（宇土～三角） 
32本 三角駅発着本数 

肥薩線 

（八代～隼人） 
－ 

※令和２年 7 月豪雨の被害により県内

区間はすべて不通（被災以前の運行本

数：8本(人吉駅発着本数)） 

熊本電気鉄道 

菊池線 

（上熊本～御代志） 
92本 北熊本駅発着本数 

藤崎線 

（北熊本～藤崎宮前） 
88本 北熊本駅発着本数 

南阿蘇鉄道 
高森線 

（立野～高森） 
10本 

※平成 28 年熊本地震の被害により

中松～高森の部分運行（被災以前の

運行本数：30本(立野駅発着本数)） 

くま川鉄道 
湯前線 

（人吉温泉～湯前） 
－ 

※令和2年7月豪雨の被害により全線

不通（被災以前の運行本数：28本） 

肥薩おれんじ

鉄道 

肥薩おれんじ鉄道線 

（八代～川内） 
32本 八代駅発着本数 

熊本市交通局 

A系統 

（田崎橋～健軍町） 
270本 田崎橋電停発着本数 

B系統 

（上熊本～健軍町） 
176本 上熊本電停発着本数 
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<高速バス・特急バス・快速バス・空港リムジンバス> 

事業者名 路線名・運行系統等 
平日 1日あたりの 

運行回数（上下計） 備考 

九州産交バス 

ひのくに号 

（熊本～福岡） 
162本 

※コロナ禍により減便 

(減便前の運行本数:200本) 

りんどう号 

(熊本～長崎) 
8本 

※コロナ禍により減便 

(減便前の運行本数:16本) 

さいかい号 

(熊本～佐世保) 
運休 

※コロナ禍により運休 

(運休前の運行本数:2本) 

やまびこ号 

(熊本～大分) 
10本 

※コロナ禍により減便 

(減便前の運行本数:16本) 

九州横断バス 

(熊本～別府) 
2本 

※コロナ禍により減便 

(減便前の運行本数:6本) 

なんぷう号 

(熊本～宮崎) 
12本 

※コロナ禍により減便 

(減便前の運行本数:28本) 

たかちほ号 

(熊本～延岡) 
4本  

きりしま号 

(熊本～鹿児島) 
12本 

※コロナ禍により減便 

(減便前の運行本数:16本) 

高速福岡-黒川温泉 

(黒川温泉～福岡) 
4本 

※コロナ禍により減便 

(減便前の運行本数:8本) 

空港リムジンバス 

(熊本駅～熊本空港) 
５０本 

※コロナ禍により減便 

(減便前の運行本数:8４本) 

フェニックス号 

(福岡～人吉 IC～宮崎) 
４４本 

※コロナ禍により減便 

(減便前の運行本数:５６本) 

サンライズ号 

(熊本～神戸・大阪・京都) 
運休 

※コロナ禍により運休 

(運休前の運行本数:2本) 

あそ☆くま号 

(熊本～大阪・京都) 
運休 

※コロナ禍により運休 

(運休前の運行本数:2本) 

産交バス 

B&Sみやざき号 

(新八代～宮崎) 
32本  

快速あまくさ号 

(熊本～天草（本渡）) 
20本 

※コロナ禍により減便 

(減便前の運行本数:30本) 

快速たかもり号 

(熊本～高森) 
8本  

西鉄バス 

大牟田 

福岡空港-大牟田・荒尾 

(荒尾～福岡空港) 
20本  

神園交通 
すーぱーばんぺいゆ 

(八代～熊本空港) 
14本 

※航空便の減便に伴い減便 

(減便前の運行本数:２３本) 
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<路線バス> 

事業者名 運行エリア 営業所・車庫 

九州産交バス 
熊本市、山鹿市、宇土市、宇城市、

大津町、菊陽町、益城町 

熊本営業部路線バス営業所 

山鹿営業所 

光の森営業所 

木山営業所 

松橋営業所 

産交バス 

熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、

水俣市、玉名市、天草市、山鹿市、

菊池市、宇土市、上天草市、 

宇城市、阿蘇市、美里町、玉東町、

和水町、南関町、大津町、菊陽町、

南小国町、小国町、産山村、 

高森町、南阿蘇村、西原村、 

御船町、益城町、氷川町、芦北町、

津奈木町、錦町、あさぎり町、 

多良木町、湯前町、水上村、 

相良村、五木村、山江村、球磨村、

苓北町 

熊本営業所 

木山営業所 

大津営業所 

山鹿営業所 

松橋営業所 

玉名営業所 

阿蘇営業所 

高森営業所 

小国営業所 

八代営業所 

水俣営業所 

人吉営業所 

三角営業所 

天草営業所 

牛深営業所 

熊本バス 
熊本市、宇土市、宇城市、美里町、

御船町、嘉島町、甲佐町、山都町 

中央営業所 

甲佐営業所 

浜町営業所 

熊本電気鉄道 熊本市、菊池市、合志市、菊陽町 辻久保営業所 

熊本都市バス 熊本市 

本山営業所 

小峯営業所 

上熊本営業所 

西鉄バス大牟田 荒尾市、南関町 大牟田営業所 

南国交通 水俣市 出水営業所 
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<県外航路> 

事業者名 路線 
平日 1日あたりの 

運航本数（上下計） 
備考 

熊本フェリー 熊本～島原 12本  

九商フェリー 熊本～島原 20本  

有明海自動車 

航送船組合 
長洲～多比良 38本  

島原鉄道 鬼池～口之津 ２２本 
※コロナ禍により減便 

(減便前の運行本数:2６本) 

天長フェリー 天草（中田）～長島 10本  

三和商船 牛深～蔵之元 20本  

苓北観光汽船 富岡～茂木 8本  

獅子島汽船 水俣～幣串 6本  

 

<県内航路> 

事業者名 路線 備考 

共同フェリー 

御所浦～棚底(倉岳町)～ 

大道(龍ヶ岳町) 
 

棚底～三角  

御所浦～本渡  

湯島商船 湯島～江樋戸  

シークルーズ 松島～三角  

あまくさ 

海上タクシー協会 
御所浦～水俣(要予約)  
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<航空> 

キャリア名 路線 
平日 1日あたりの

運航本数（上下計） 
備考 

天草エアライン

（MZ） 

天草～福岡 6本  

天草～熊本 2本  

熊本～大阪（伊丹） 2本  

全日空（NH） 

熊本～東京（羽田） 10本  

熊本～大阪（伊丹） 12本  

熊本～名古屋（中部） 6本  

日本航空（JL） 
熊本～東京（羽田） 16本  

熊本～大阪（伊丹） 6本  

ソラシドエア 

（６J） 
熊本～東京（羽田） 10本 

 

フジドリームエ

アライン（JH） 
熊本～名古屋（小牧） 6本 

 

ジェットスター

ジャパン（GK） 

熊本～東京（成田） 
水曜日 2本 

金曜日 4本 

※コロナ禍により減便 

(減便前の運行本数:6本) 

熊本～大阪（関西） 運休 
※コロナ禍により減便 

(減便前の運行本数:2本) 

ティーウェ イ

（TW） 
熊本～ソウル（仁川） 運休 

※コロナ禍により減便 

(減便前の運行本数:2本) 

エ ア ソ ウ ル

（RS） 熊本～ソウル（仁川） 運休 
※コロナ禍により減便 

(減便前の運行本数:月水金日 2本) 

チャイナエアラ

イン（CI） 
熊本～高雄 運休 

※コロナ禍により減便 

(減便前の運行本数:月木 2本) 

香港エクスプレ

ス（UO） 熊本～香港 運休 
※コロナ禍により減便 

(減便前の運行本数:火金日 2本) 
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出典：国土数値情報・交通事業者等ホームページ 

図 3-1 本県の公共交通ネットワーク 
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（2） 各交通モードの現状 

① 路線バス 

A） 県内のバス路線網 

熊本市周辺においては、同市中心部の桜町バスターミナルを主起点に、５事業者（九

州産交バス、産交バス、熊本電気鉄道、熊本バス、熊本都市バス）の路線が放射状に延

びている。地方部の路線は主に産交バスが運行している。 

 

 

図 3-2 県内のバス路線図（令和２年 10 月時点） 
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図 3-3 熊本市周辺のバス路線図（令和２年 10 月時点） 
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B） 輸送人員の状況 

図 3-4 に示すとおり、本県における乗合バスの年間輸送人員は、昭和 44 年度をピー

クに減少を続けており、平成 30年度には 29,239千人とピーク時の約 1/4にまで落ち込

んでいる。 

 

 

出典：九州運輸要覧 

図 3-4 本県における乗合バスの年間輸送人員の推移 
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C） 運転士不足によるサービスの縮小 

少子化・生産年齢人口の減少により、多くの産業で労働力不足が課題となっているが、

路線バス事業においても運転士不足が深刻化している。図 3-5に示すとおり、本県の場

合は、特に平成 29 年度以降大きく運転士数が減少しているが、これは、大型二種運転

免許保有者が、熊本地震後に需要が高まった建設業等へ流出したことが一因と考えられ

る。 

また、運転士数の減少に伴い、路線バスサービスの縮小が進んでいる。図 3-6に示す

とおり、年間実車走行キロの減少が続いているが、近年では利用者の減少や収支の悪化

だけでなく、運転士不足を理由に減便や路線廃止を行わざるを得ないケースも発生して

いる。 

 

  

※県内路線バス事業者５社（九州産交バス、産交バス、熊本電鉄、熊本バス、熊本都市バス）の合計運転士数 

出典：共同経営準備室資料 

図 3-5 県内路線バス事業者の運転士数（５社合計）の推移 

 

※県内路線バス事業者５社（九州産交バス、産交バス、熊本電鉄、熊本バス、熊本都市バス）の合計年間実車走行キロ 

出典：共同経営準備室資料 

図 3-6 県内路線バス事業者の年間実車走行キロ（５社合計）の推移 
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D） 収支と行政支援額の状況 

図 3-7に、県内の路線バス事業者の経常収支の状況（５社合計）を示す。県内すべての

バス路線の運行に必要な約 90億円の経常費用に対して、運賃収入等による経常収入は約 60

億円であり、収支率は６～７割で推移している。 

一方、欠損額については、国・県・市町村がそれぞれ補助金を交付し、路線の維持を図っ

ているが、近年その補助金額は増加傾向にあり、令和元年度の合計補助金額は 30 億円を超

えている。 

 

※県内路線バス事業者５社（九州産交バス、産交バス、熊本電鉄、熊本バス、熊本都市バス）の合計経常収入と合計経常費用 

出典：共同経営準備室資料 

図 3-7 県内路線バス事業者の経常収支（５社合計）の推移 

 

 

※県内路線バス事業者５社（九州産交バス、産交バス、熊本電鉄、熊本バス、熊本都市バス）に対する行政支援額（国・県・市町村）の合計 

出典：共同経営準備室資料 

図 3-8 県内路線バス事業者に対する行政支援額（５社合計）の推移  
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E） 路線バス事業者５社による共同経営の取組 

県内の路線バス事業者５社（九州産交バス、産交バス、熊本電気鉄道、熊本バス、熊本都

市バス）は、令和２年１月、“共同経営型”の事業形態へ移行し、会社間の垣根を越えて路

線再編等の取組を実施していくことを確認した（５事業者、熊本市及び県で発足した「熊

本におけるバス交通のあり方検討会」の検討成果として報告）。 

 

図 3-9 検討成果報告時の様子（令和２年１月 27 日） 

これは、同年 11月に施行された独占禁止法特例法のスキームを活用し、これまでカルテ

ル規制の対象とされてきた、複数事業者間での路線・運賃・ダイヤ等のサービスの調整等

を行いながら、各社の運行計画を作成しようとするもの。 

同年４月には、各社の担当者で構成される共同経営準備室が発足し、共同経営の実施に

必要な「共同経営計画」の策定等の準備が始められている。「熊本におけるバス交通のあり

方検討会」では、図 3-10に示す６つの取組を、あるべきバス路線網の実現に向けた取組と

してとりまとめており、今後は、これらの実施に向け段階的に共同経営の内容を拡充して

いく予定。 

 

出典：「熊本におけるバス交通のあり方検討会」資料 

図 3-10 あるべきバス路線網の実現に向けた取組 
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② 鉄道・軌道 

A） ＪＲ九州 

平成 23 年に全線開通した九州新幹線（鹿児島ルート）が県を南北に縦断しており、

熊本－博多間 32分、熊本－新大阪間２時間 58分（いずれも最速便の所要時間）という

高速性を活かし、主に県外との広域的な移動を担う主要な交通手段となっている。 

 

表 3-2 熊本駅から主な新幹線駅への最速所要時間（令和２年３月ダイヤ） 

 鹿児島中央駅 博多駅 新大阪駅 

熊本駅からの 

最速所要時間 
42分 32分 2時間 58分 

 

在来線は、鹿児島本線、豊肥本線、三角線、肥薩線が各地域間を結んで運行しており、

通勤通学等の地域の足として利用されている（※肥薩線は令和２年７月豪雨により現在

不通）。また、各路線には魅力あふれる観光列車（Ｄ＆Ｓ列車）も運行されており、観光

客にとっては、観光地へのアクセス手段としてだけでなく、観光資源そのものとしても

鉄道が利用されている。 

 

 

図 3-11 県内を走る JR 九州の観光列車（Ｄ＆Ｓ列車）  

特急「かわせみ やませみ」 

ＳＬ人吉 特急「Ａ列車で行こう」 

特急「いさぶろう・しんぺい」 

３６ぷらす３ 特急「あそぼーい！」 
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在来線の線区別利用状況（平均通過人員）を見ると、鹿児島本線（熊本～八代）、豊肥

本線（熊本～肥後大津）では平均通過人員が１万人/日を超えている。 

一方で、主に過疎地域を通過する路線では、輸送人員の減少が著しい。肥薩線や豊肥

本線（宮地～豊後竹田）では、昭和 62 年度の平均通過人員に対して２割未満にまで落

ち込んでおり、線区別の営業損益でも大幅な赤字となっている。 

 

表 3-3 線区別の平均通過人員 

 

※熊本地震により運転を見合わせていた肥後大津～宮地は数値無し 

出典：JR九州公表資料 

 

表 3-4 線区別の平均通過人員と収入 

線名 区間 
平均通過人員（人/日） 営業損益（百万円） 

昭和 62 年度 令和元年度 令和元年度 

九州新幹線 
博多～熊本 ― 27,046 公表無し 

熊本～鹿児島中央 ― 12,473 公表無し 

鹿児島本線 
大牟田～熊本 16,900  6,890 公表無し 

熊本～八代 17,266 10,514 公表無し 

豊肥本線 

熊本～肥後大津  4,902 11,465 公表無し 

肥後大津～宮地  2,711 ― 公表無し 

宮地～豊後竹田  1,028     96 ▲289 

肥薩線 
八代～人吉  2,171    414 ▲621 

人吉～吉松   569    106 ▲270 

三角線 宇土～三角  2,415  1,187 ▲242 

 

※平均通過人員：線区別の 1㎞あたりの利用客を言う。 

【平均通過人員】＝【各路線の年度内の旅客輸送人キロ】÷【当該路線の年度内営業キロ】÷【年度内営業日数】  

平均通過人員（人/日）

線名 区間 平成29年度 平成30年度 令和元年度

博多～熊本 27,579 27,986 27,046

熊本～鹿児島中央 13,062 13,226 12,473

大牟田～熊本 6,989 6,942 6,890

熊本～八代 10,793 10,548 10,514

熊本～肥後大津 10,957 11,265 11,465

肥後大津～宮地 ― ― ―

宮地～豊後竹田 99 101 96

八代～人吉 603 455 414

人吉～吉松 138 105 106

三角線 宇土～三角 1,331 1,242 1,187

九州新幹線

鹿児島本線

豊肥本線

肥薩線

Keywords 

過疎地域路線の輸送人員減少・収支悪化 
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B） 地域鉄道（熊本電気鉄道、第三セクター鉄道） 

B-1） 熊本電気鉄道 

熊本市の藤崎宮駅及び上熊本駅と合志市の御代志

駅を結ぶ２路線を運行する民営鉄道。合志市から熊

本市方面の通勤・通学手段として利用されているほ

か、近年は列車の増発や、くまモンのラッピング電車

を目的としたインバウンド観光客の増加等により、

輸送人員を伸ばしていたが、熊本地震の発生以降、利

用者は減少に転じている。 

 

 

出典：九州運輸要覧・熊本電気鉄道資料 

図 3-12 熊本電気鉄道の年間輸送人員の推移 

 

 

出典：九州運輸要覧・熊本電気鉄道資料 

図 3-13 熊本電気鉄道の鉄道事業損失額の推移 
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B-2） 南阿蘇鉄道 

沿線の高森町、南阿蘇村等の出資で設立された第

三セクター鉄道で、高森町の高森駅と南阿蘇村の立

野駅を結ぶ。立野駅ではＪＲ豊肥本線と接続してい

たが、熊本地震により被災し、現在は中松～立野間

が不通となっている。観光客に人気のトロッコ列車

を運行しており、熊本地震以前はインバウンドの需

要も取り込んで輸送人員が増加していた。令和５年

夏までの全線開通を目指して復旧工事が進められ

ている。 

 

 

出典：九州運輸要覧・南阿蘇鉄道資料 

図 3-14 南阿蘇鉄道の年間輸送人員の推移 

 

 

※災害復旧事業費は除く 

出典：九州運輸要覧・南阿蘇鉄道資料 

図 3-15 南阿蘇鉄道の鉄道事業損失額の推移  
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B-3） くま川鉄道 

人吉・球磨地域の 10市町村等の出資で設立さ

れた第三セクター鉄道で、人吉市の人吉温泉駅

と湯前町の湯前駅を結んでいる。主に沿線高校

への通学手段としての役割のほか、水戸岡鋭治

氏がデザインした車両「田園シンフォニー」を

活かした観光列車としても利用され、輸送人員

が伸びていた。しかし、令和２年７月豪雨で被

災し、現在は全線不通。バスによる代替輸送が

行われている。 

 

 

出典：九州運輸要覧・くま川鉄道資料 

図 3-16 くま川鉄道の年間輸送人員の推移 

 

 

出典：九州運輸要覧・くま川鉄道資料 

図 3-17 くま川鉄道の鉄道事業損失額の推移 

  

760
727 740 723

698 694 712
754 766

710

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

年
間
輸
送
人
員
（
千
人
）

78,796

129,043

60,142 59,927

86,465 89,127
83,287

100,943

113,989

94,937

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

鉄
道
事
業
損
失
額
（
千
円
）

田園シンフォニー 



 

 

 38 

B-4） 肥薩おれんじ鉄道 

熊本・鹿児島両県及び沿線市町等の出資で設立

された第三セクター鉄道で、八代市の八代駅から

水俣・芦北地域を経由して鹿児島県薩摩川内市の

川内駅まで運行している。主に、沿線高校への通

学手段として利用されているが、少子化の影響も

あり、開業初年をピークに年々輸送人員が減少し

ている。平成 25年に観光列車の先がけとして「お

れんじ食堂」が運行を開始。沿線の観光需要創出

に寄与している。 

 

出典：九州運輸要覧・肥薩おれんじ鉄道資料 

図 3-18 肥薩おれんじ鉄道の年間輸送人員の推移 

 

 

出典：九州運輸要覧・肥薩おれんじ鉄道資料 

図 3-19 肥薩おれんじ鉄道の鉄道事業損失額の推移 
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地域鉄道の年間輸送人員は、事業者によって増減の差はあるが、全体として減少傾向にあ

り、すべての事業者が、鉄道事業単体で見ると赤字を計上する厳しい経営状況となっている。 

そのため、事業者ごとの成り立ちや株主構成等の違いに応じて、県や関係市町村等が必要

な支援を行いながら、維持・確保を図っている。 

 

 

出典：九州運輸要覧・地域鉄道事業者資料 

図 3-20 地域鉄道の年間輸送人員（４社合計）の推移 

 

 

出典：九州運輸要覧・地域鉄道事業者資料 

図 3-21 地域鉄道の鉄道事業損失額（４社合計）の推移 
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C） 熊本市交通局（熊本市電） 

熊本市中心部を運行する路面電車であり、熊本

駅前（田崎橋）～健軍町（Ａ系統）、上熊本～健軍

町（Ｂ系統）の２系統がある。熊本市中心部にお

いて、朝夕の通勤通学輸送や来訪者の輸送等の基

幹的輸送を担っている。 

近年は低床車両や ICカード、市電ナビ（ロケー

ションシステム）の導入等により利便性が向上し、

輸送人員は増加傾向にある。 

    

出典：九州運輸要覧・熊本市交通局ＨＰ 

図 3-22 熊本市電の年間輸送人員の推移 

  

出典：九州運輸要覧・熊本市交通局 HP 

図 3-23 熊本市電の営業損失額の推移 
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D） 鉄道事業者と自治体との関係 

九州運輸局が平成 31 年３月に作成した報告書「九州における鉄道の維持・活性化の

あり方」において、九州内の鉄道事業者、鉄道沿線市町村及び九州７県を対象に行われ

たアンケートやヒアリング調査結果を基に、鉄道の維持・活性化に関する課題が次のよ

うにまとめられている。 

 

 

 

県内では、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道沿線地域において、同鉄道を軸とした持続

可能な公共交通網の構築を目的とする地域公共交通網形成計画が策定されており、鉄道

事業再構築事業（上下分離）の実施をはじめ、鉄道に関する具体的な施策が記載されて

いる。一方、他の鉄道沿線地域で策定されている計画では、鉄道を地域の幹線として位

置づけられてはいるものの、具体的な施策は「他の交通モードとの乗継ダイヤの調整」

等に留まっているものが多い。 

 

 

 

 

  

・地方公共団体は、鉄道はバスと違って機動的に見直せないことや、単独市町村で対応しにくいと

いう意識があって、鉄道そのものを十分理解しようとしていない。一方、鉄道事業者は、事前調

整や周知が十分できていないなど、場合によって地方公共団体との協調に対する意識が低い場合

があるといえる。このようなことから、相互の信頼関係が構築されていない。 

・地方公共団体が鉄道の利用状況等の実態を把握しようとするときに鉄道事業者へデータの提供を

求める傾向にあるが、データが無いとしても積極的に鉄道の実態を把握しようとしていない。一

方、鉄道事業者は、すべてのデータを所有しているわけではないことや、また使用用途不明のた

めデータ提供が困難という事情について、地域への説明や協力意図の伝達が不十分で地域の誤解

を招いている。 

・以上のようなお互いが正しく理解していないことから、地方公共団体は鉄道維持に対する積極的

な取組み・行動が欠けている。そのため地域計画における鉄道の位置づけが不十分となり、また

沿線地域の住民の鉄道に対する意識が低い傾向となっている。 

・他方、鉄道事業者は、地方公共団体や住民の危機意識が不足していると危惧するが、特に大手鉄

道事業者には、一層、正しく理解を得るために地域に入っていくこと、地域と向き合うことが求

められている。 

Keywords 

地域計画における鉄道の位置づけが不十分 
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③ 高速・快速バス 

高速・快速バスは、主に熊本市の桜町バスターミナルや熊本駅を起点に、阿蘇方面や天

草方面、福岡をはじめとする九州内各県や関西方面等へ運行されている。 

図 3-24は、県内の高速・快速バスの路線図である。高速バスは、県外への交通手段とし

てはもちろんのこと、例えば、「ひのくに号」（熊本～福岡）は、熊本市と県北地域とを結ぶ

幹線としての役割を担っているほか、「なんぷう号」（熊本～宮崎）や「きりしま号」（熊本

～鹿児島）は、鉄道が不通となっている人吉・球磨地域にとって、広域の移動に欠かすこと

のできない路線となっている。同様に、「特急やまびこ号」、「快速たかもり号」、「快速あま

くさ号」なども、阿蘇方面や天草方面への幹線的な交通手段として利用されている。 

 

 

図 3-24 県内の高速・快速バス路線図 
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図 3-25は「ひのくに号」の年間輸送人員の推移を表している。「ひのくに号」は、平成

23 年の九州新幹線全線開業以降、新幹線とは目的や価格帯を棲み分けながら利用者の増加

が続いた。平成 28年度に熊本地震の影響により輸送人員が減少したものの、その後も堅調

に推移し、事業者にとっては収益の柱となっている。 

この高速バス事業の収益の一部は、事業者内部で一般路線バス事業の赤字を補填してい

る側面もあり、単に高速バス路線としてだけではなく、路線バス網全体の維持・確保を考

えるうえでも重要な役割を担っている。しかしながら、令和２年度においては、新型コロ

ナウイルスの影響により、利用者が大きく落ち込み、高速バス事業も赤字となっている

（P47 参照）。 

図 3-25は「快速あまくさ号」の年間輸送人員の推移を表している。熊本～天草間及び天

草地域内の広域的な交通手段の一つとして、年間 20万人弱に利用されている。 

 

  

出典：九州運輸要覧、九州の高速バス 

図 3-25 ひのくに号の年間輸送人員の推移 

 

 

出典：産交バス資料 

図 3-26 快速あまくさ号の年間輸送人員の推移 
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④ タクシー 

タクシーの輸送人員は減少傾向が続いており、平成 20年度から平成 30年度までの 10 年

間で約３割減少した。また、運転者数も減少傾向にあり、一般的にはタクシー事業者にお

いても乗務員不足が課題となっている。 

一方、県内では 32市町村において、乗合タクシーが運行されており（P48参照）、公共交

通網の中で、地域住民のラストワンマイルの移動を支える役割をタクシー事業者が担って

いるといえる。また、その他にも阿蘇くまもと空港と阿蘇くまもと空港駅（ＪＲ肥後大津

駅）を結ぶ「空港ライナー」の運行なども含め、公共交通手段としてのタクシーの役割が

徐々に広がりつつある。 

  

出典：九州運輸要覧 

図 3-27 タクシーの輸送人員と運転者数の推移 

 

  

図 3-28 空港ライナー  
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公共交通としてのタクシーの役割の拡大 
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⑤ 航路 

本県は有明海と八代海に面しており、海上交通として、県内外の港を結ぶ定期航路が運

航されている。 

県内の定期航路は、御所浦島、湯島への離島航路をはじめ６航路、県外との定期航路は、

長崎県の島原半島や鹿児島県の長島等と県内の港とを結ぶ８航路。 

図 3-30 は、フェリーで運航されている県外航路の年間輸送人員の推移である。平成 28

年度に熊本地震の影響で落ち込んで以降、140万～150 万人前後で推移している。 

 

 

出典：国土数値情報・交通事業者等 HP 

図 3-29 県内を発着する航路図 

 

  

出典：熊本県資料 

図 3-30 県外航路（フェリー）の年間輸送人員の推移  
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⑥ 空路 

阿蘇くまもと空港の空港旅客数は、国内線就航路線数の増加や国際線の新規就航等によ

り増加傾向にあったが、直近の令和元年度は日韓関係の悪化によるインバウンド客の落ち

込み等もあり、約 18 万人の減少となった 

 

  

出典：熊本県資料 

図 3-31 阿蘇くまもと空港の年間空港旅客数の推移 

 

天草エアラインは、県、地元市町、民間企業等の出

資により設立された第三セクターの航空会社。現在、

天草空港を拠点に福岡・熊本・大阪の３空港を結んで

運航しており、島外から天草地域への観光・ビジネス

におけるアクセス手段として、また天草地域住民の広

域移動手段として利用されている。 

年間搭乗者数は、７～８万人前後で推移しているが、令和元年度は機長の体調不良に伴

う大幅減便の影響で、過去最低の搭乗者数となった。 

 

 

出典：熊本県資料 

図 3-32 天草エアラインの年間搭乗者数の推移  
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⑦ 新型コロナウイルス感染症拡大による地域公共交通への影響 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的としたイベントや外出の自粛要請、学校の

休校、店舗への休業要請等により、公共交通機関の利用者数は大きく減少している。１度

目の緊急事態宣言が発令された令和２年４月～５月の輸送人員は、鉄道と一般路線バス事

業で対前年比約半減、また県をまたぐ移動については特に強く自粛を要請されていたこと

から、高速バスや旅客船事業は対前年比２割程度の輸送人員に留まった。 

その後、学校や経済活動の再開等により徐々に回復が見られていたが、年末から年始に

かけての感染者数の急増と、それを受けての２度目の緊急事態宣言（本県においても独自

の緊急事態宣言を発令）により、再び各交通機関の輸送人員は落ち込み、交通事業者にと

っては厳しい状況が続いている。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：九州運輸局資料 

図 3-33 新型コロナウイルス感染症拡大下における九州内の公共交通機関の輸送人員の推移 

  
Keywords 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う利用者減少 
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（3） 市町村による地域公共交通施策の現状 

① コミュニティ交通の導入状況 

図 3-34は、各市町村におけるコミュニティ交通（コミュニティバス・乗合タクシー）の

導入状況を示している。道路運送法に基づくコミュニティバスが 15市町村、乗合タクシー

が32市町村で運行されているほか、３町村では無償のコミュニティバスも運行されている。 

このほかにも、市町村によっては、福祉施策としての運送サービス、スクールバス等も

運行されている。 

 

出典：令和 2年度市町村交通施策状況調査（熊本県） 

図 3-34 本県におけるコミュニティ交通の導入状況（令和２年９月調査） 
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○大津町
乗合タクシー
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コミュニティバス
（菊陽町巡回バス）
乗合タクシー

（菊陽町乗合タクシー）

○小国町
乗合タクシー

○産山村
乗合タクシー

○高森町
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○あさぎり町

乗合タクシー

○多良木町
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(球磨村コミュニティバス)

○天草市

乗合タクシー（天草市乗合タクシー（本渡市街

地線、楠甫線）御所浦地域乗合タクシー）
コミュニティバス（新和町巡回バス）

○長洲町

乗合タクシー

（きんぎょタクシー）

○南阿蘇村

乗合タクシー

（南阿蘇村予約型乗合タクシー）
コミュニティバス

（南阿蘇ゆるっとバス）

○宇土市

乗合タクシー(ミニバスのんなっせ）

コミュニティバス（行長しゃん号）
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乗合タクシー（人吉市予約型乗合タクシー）

○益城町

乗合タクシー（福田地区乗合タクシー）
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乗合タクシー（あいのり平井号、
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5
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○玉名市

乗合タクシー(みかんタクシー、しお

かぜタクシー、いちごタクシー、いだ
てんタクシー)

○津奈木町

乗合タクシー

(つなぎタクシー)

○芦北町

乗合タクシー（のりあいワゴン）

○南関町
乗合タクシー（なんかんふれあい号）

○和水町
乗合タクシー

（おでかけ交通 あいのりくん）

○水上村

コミュニティバス(水上村コミュニティバス)

水上村

○相良村

乗合タクシー

(さがらっぱ号)

○五木村
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② 地域公共交通網形成計画の策定状況 

県内では、令和２年 10月現在、18の地域公共交通網形成計画（地域公共交通計画）が策

定されている。このうち、複数市町村が連携して広域で策定された計画は３つあり、残りの

15は単独市町村で策定されたものである。 

 

表 3-5 県内で策定済みの地域公共交通網形成計画（地域公共交通計画） 

策定時期 計画名称 

平成 28年３月 熊本地域公共交通網形成計画 

合志市地域公共交通網形成計画 

人吉・球磨地域公共交通網形成計画 

大津町地域公共交通網形成計画 

和水町地域公共交通網形成計画 

平成 29年３月 美里町地域公共交通網形成計画 

平成 29年７月 人吉市地域公共交通網形成計画 

平成 29年 11月 水上村地域公共交通網形成計画 

平成 30年３月 荒尾市地域公共交通網形成計画 

上天草市地域公共交通網形成計画 

天草市地域公共交通網形成計画 

南阿蘇鉄道沿線地域公共交通網形成計画 

平成 31年３月 芦北町地域公共交通網形成計画 

宇城市地域公共交通網形成計画 

山鹿市地域公共交通網形成計画 

山都町地域公共交通網形成計画 

令和２年３月 第２期水俣市地域公共交通網形成計画 

（※前期計画：平成 27年３月策定） 

令和２年 10月 八代市地域公共交通計画 

（※前期計画：平成 27年３月策定） 

※網掛けは、複数市町村が連携して広域で策定した計画 
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※人吉市、水上村は単独＋広域（人吉・球磨地域）で計画策定 

図 3-35 県内市町村の地域公共交通網形成計画（地域公共交通計画）策定状況 
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【県央地域】 

計画名 熊本地域公共交通網形成計画（熊本市・嘉島町） 宇城市地域公共交通網形成計画 

計画期間 平成 28年４月～令和８年３月 平成 31年４月～令和７年３月 

拠点の考え方

（抜粋） 

■地域公共交通網の将来像 

  

■拠点の配置方針 

 

 

■路線の配置方針 

 

 
幹線と枝線の

考え方（抜粋） 

■目指す地域公共交通網の姿 

  
幹線ネットワ

ークの形成に

関する具体的

な施策 

■ゾーンシステムの導入 

各種交通手段を幹線と支線に設定するゾーンシステムの導入 

■乗換拠点の整備 

ゾーンシステム乗換拠点や地域拠点乗換拠点、鉄道駅乗換拠点等における待合環境等の整備 

■快速バス等の導入 

ゾーンシステム乗換拠点等からの快速バス等の導入検討 

■公共車両等の走行環境の改善 

バス専用（優先）レーンや公共車両優先システム（PTPS）の導入拡大検討 

■バス・鉄軌道等の輸送力の向上 

大量輸送車両の導入や需要に応じた増便等による輸送力の向上 

■路線バスの見直し・再編 

既存の路線バスを対象に、運行効率性向上などを目的に、以下に示す、「路線バス存廃検討基準」を設定し、個々の路線バスに関し

て利用促進対策等を一定期間（１年間程度）実施し、効果が現れない場合、見直し等を行います。なお、周辺市町を跨いだ路線バスに

関しては、周辺市町と協議等を行いながら検討を行います。 

〔路線バス存廃検討基準〕 

 次のいずれかに該当する系統については、存廃等について検討を開始するものとする。 

  ①平均乗車密度が 1.0 人に満たない系統 

  ②１日あたり輸送人員が 5.0 人に満たない系統 

 

コミュニティ

交通に関する

具体的な施策 

■公共交通空白地域等へのコミュニティ交通の導入 

公共交通空白地域等にデマンド型の乗合タクシー等を導入 

■新たなコミュニティ交通の導入 

地域の特性や実情に応じた新たなコミュニティ交通の導入検討 

■乗合タクシーの運行内容等の見直し 

○導導入基準に基づく乗合タクシー等を活用した新たな地域公共交通の導入 

○乗合タクシー存廃基準に基づく既存乗合タクシーの運行内容等の見直し 

  



 

 

 52 

計画名 美里町地域公共交通網形成計画 山都町地域公共交通網形成計画 

計画期間 平成 29年４月～令和４年３月 平成 31年度～令和５年度 

拠点の考え方

（抜粋） 

■地区拠点の位置付け 

 

 

 

 

■山都町における公共交通の役割分担 

 
■将来に向けた公共交通網のあり方 

 

幹線と枝線の

考え方（抜粋） 

■美里町公共交通ネットワークの将来イメージ 

 

幹線ネットワ

ークの形成に

関する具体的

な施策 

■地区拠点の設定の機能強化 

町民の買い物や交流活動を支え、元気でにぎわうまちなかのセンター（中心）となるように地区拠点の整備を

行います。 

■住民のニーズに応じたルート・ダイヤへの見直し 

地区拠点の整備に合わせ、住民の移動ニーズに応じたルート・ダイヤに再編し、暮らしに使いやすい公共交通

サービスを提供します。 

■バス停留所の待合環境の整備 

町民の誰もが利用しやすい公共交通利用環境の整備として、バス停留所の待合環境の整備を行います。 

■路線バスの路線再編・競合解消とダイヤの見直し 

①路線バスの路線再編 

②路線バスと山都町コミュニティバスにおける競合解消 

コミュニティ

交通に関する

具体的な施策 

■町内公共交通の一元化、公共交通情報の発信 

町民の誰もがわかりやすく、利用しやすい公共交通とするため、町内公共交通を一元化します。また、バス停

留所の共同利用や停留所名称の統合、事業者間での情報の共有化を進めるとともに、町のホームページへの公

共交通に関する情報の掲載を行います。 

■山都町コミュニティバス（コミュニティ便）の効率的な運行の実施 

①新たな運行方法（予約型（デマンド型））の導入と山都町コミュニティバス（コミュニティ便）の運行見直し 

②定量・定性データに基づく山都町コミュニティバス（コミュニティ便）の継続的な見直し体制の構築と実践 

■高齢者等交通弱者の外出状況（外出時間、滞在時間）を考慮した交通手段の提供 

山都町コミュニティバス（コミュニティ便）の利便性を向上させるために、高齢者の外出状況（外出時間、滞在時間）を

考慮した時刻設定やバス停留所の設置間隔見直し・フリー乗降の拡大等を実施して、買い物や通院等に利用しやすい公共

交通を提供します。 
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【県北地域】 

計画名 合志市地域公共交通網形成計画 大津町地域公共交通網形成計画 

計画期間 平成 28年度～令和２年度 平成 28年度～令和２年度 

拠点の考え方 

（抜粋） 

■都市構造による考え方 

 
■路線再編の考え方 

 

■大津町における公共交通の将来像（公共交通のあり方） 

 
■大津町における公共交通網の役割 

 

幹線と枝線の

考え方（抜粋） 

幹線ネットワ

ークの形成に

関する具体的

な施策 

■路線バスの見直し 

レターバスの輸送能力を向上させ幹線ルートとして位置づけるため、現状の永井ルートを短縮し、遅延を解消し

ます。 

■御代志駅発着の路線網再編 

 御代志駅での各種交通手段への乗り継ぎと、乗り継ぎダイヤの正確性等を確保するため、辻久保営業所の発着を

御代志駅発着に移行することを目指します。 

■路線バスの利用低迷路線の効率化に向けた見直し 

利用が著しく低迷する路線バスの運行ルート・ダイヤを沿線住民のニーズ等に合わせるよう見直しを検討し、利

用率の改善を図る。 

■ＪＲ肥後大津駅の乗り継ぎ機能の強化 

多様な交通モード間の乗り継ぎ環境の改善・強化を図る 

コミュニティ

交通に関する

具体的な施策 

■乗合タクシーのデマンド型等の検討 

適時適応できる、より利便性の高いサービスに改善します。 

■コミュニティバス等運賃の検討 

現在の一律料金から、公共交通サービスとしての公平性や福祉的な役割を維持しつつ経営的な視点とのバランス

を図るため、運賃を改訂します。 

 

■乗合タクシーの運行体系の見直し 

利用者ニーズに合わせた乗合タクシーの対象地区や運行時間の見直しを行うとともに、大津町が運営する持続可

能な交通サービスとするため料金体系の見直しを行い、効率的かつ効果的なサービス内容への変更を検討しま

す。また、外出支援サービス利用者の条件等の適正化を図り、大津町が運営する乗合タクシーと外出支援サービ

スの連携（棲み分け）を図ります。 

■乗合率向上を考慮した乗合タクシー利用促進対策 

乗合が可能な地域に対して、乗合率の向上に向け、利用者が複数人(２人以上)で乗り合った場合にお得なポイン

トカードや、町内施設等と連携した割引券等によるインセンティブ制度の導入可能性について検討します。 
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計画名 荒尾市地域公共交通網形成計画 和水町地域公共交通網形成計画 

計画期間 平成 30年４月～令和５年３月 平成 28 年度～令和２年度 

拠点の考え方 

（抜粋） 

■目指す荒尾市公共交通網の将来像 

  
 
■中心拠点（都市機能誘導区域）の位置づけ 

・公共交通（鉄道、路線バス）、広域幹線道の結節点（市内外への移動の拠点） 

・都市を特徴づける多様な都市機能・都市活動が集積する「都市の顔」 

・高次都市機能、生活関連機能が集積する最も生活利便性が高い居住地 

 

■幹線・枝線の位置づけ 

・幹線：都市機能誘導区域や居住誘導区域を結ぶ主要な公共交通軸 

・枝線：幹線を補完する形の公共交通路線 

■公共交通網の将来像図 

 
■和水町における公共交通・町内移送サービスの位置付け 

 

幹線と枝線の

考え方（抜粋） 

幹線ネットワ

ークの形成に

関する具体的

な施策 

■都市機能誘導区域を結ぶバス路線の充実 

ＪＲ荒尾駅周辺と緑ヶ丘地区周辺の２つの都市機能誘導区域を結び運行している路線を中心

に、公共交通軸としてのバス路線の充実を図る。 

■乗継拠点における接続の改善 

異なる事業者が運行する路線バス同士の接続改善や待合環境の整備、鉄道や乗合タクシー

等の異なる交通モードとの接続改善や待合環境の改善を行うことで、利便性の向上を図

る。 

■広域的バス路線の継続的な運行支援 

国や県、周辺市町村と協力して取り組んでいる運行支援に継続的に取り組み、利用促進を図

りながら幹線交通の維持に努めます。 

■利用者ニーズに応じた路線バスの運行改善 

持続的な路線バスの運行に向けて、路線数や便数を減らさずに、利用率の低い路線を対象と

した運行内容の見直し、運行効率の改善を検討します。 

コミュニティ

交通に関する

具体的な施策 

■乗合タクシーの乗入れ施設拡大 

交通事業者への影響も踏まえながら、通院の利便性向上のため、二次医療機関であり、高度

医療を提供する荒尾市民病院への乗合タクシーの乗入れを検討する。 

■乗合タクシーの運行時間拡大 

外出機会の拡大を図るため、日照時間が長い夏季限定で、乗合タクシーの最終便を増便し、

運行時間を延長する。 

■町内における新規公共交通の導入の検討 

交通弱者の日常生活での移動手段に対応するコミュニティバスや乗合タクシー等を念頭にお

いた新規の公共交通の導入を検討 
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計画名 山鹿市地域公共交通網形成計画 南阿蘇鉄道沿線地域公共交通網形成計画（高森町・南阿蘇村・熊本県） 

計画期間 平成 31年４月～令和６年３月 平成 30年度～令和 14年度 

拠点の考え方

（抜粋） 

■地域公共交通網の将来イメージ山鹿市公共交通網の将来像 

  
■路線の位置づけ 

 

■南阿蘇鉄道及びその他の公共交通に求める役割 

 
■復旧状況に対応した“玄関口”（拠点）、“動線”（交通ルート）の設定 

 

 

幹線と枝線の

考え方（抜粋） 

幹線ネットワ

ークの形成に

関する具体的

な施策 

■路線バスの見直し 

 効率的・効果的な地域公共交通ネットワークの形成を目的に、市内完結路線（鹿北線、三玉

線）は、利用実態等を踏まえた適切な交通モードの選択などの見直しを行います。また、周

辺市町とを結ぶ路線バス（玉名線、南関線、菊池線など）は、利用実態等を踏まえた路線の

集約・見直し等を行います。 

■南阿蘇鉄道の全線復旧と持続可能な運営の確立 

・南阿蘇鉄道の全線復旧     ・鉄道事業再構築事業の実施 

■鉄道・道路の段階的な復旧に対応したきめ細かな公共交通網の構築 

・復旧状況に対応した“玄関口”（拠点）、“動線”（交通ルート）の設定 

■将来の地域住民ニーズに対応した持続可能な公共交通網の構築 

・各公共交通機関の役割の明確化   ・各公共交通機関の連携の強化 

■定住・観光・防災等、まちづくりに必要な鉄道駅の拠点的役割の強化 

 ・主要駅における拠点整備（拠点性向上のための周辺整備を含む）   ・駅における各公共交通機関の結節強化 

コミュニティ

交通に関する

具体的な施策 

■あいのりタクシーの運行内容の見直し 

あいのりタクシーの利用促進や維持・確保を目的に、地域の実情に応じて運賃、ダイヤ、運

行日などのサービス水準の見直しや運行エリアの見直しなどを行います。 

■あいのりタクシーの運行管理及び予約の効率化 

あいのりタクシーの円滑な運行管理を目的に、高齢の利用者や運行する交通事業者等にとっ

て利便性が高い管理方法等について検討する。 

■将来の地域住民ニーズに対応した持続可能な公共交通網の構築 

・バス・乗合タクシーに関するリソース（車、運転手）の効率化 
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【県南地域】 

計画名 八代市地域公共交通計画 

計画期間 令和２年 10月～令和７年９月 

拠点の考え方

（抜粋） 

■八代市の将来ネットワークイメージ                                                   ■各交通機関の担うべき役割 

  

幹線と枝線の

考え方（抜粋） 

幹線ネットワ

ークの形成に

関する具体的

な施策 

〔ＪＲ鹿児島本線に関わる施策〕 

■鉄道のあり方及び活用方法検討 

運行の効率性向上を目的にＪＲ鹿児島本線と路線バスの役割分担の明確化、八代市内各駅が有する機能の整理と確保維持を行います。 

〔ＪＲ肥薩線に関わる施策〕 

■肥薩線運休期間中の地域内交通の確保 

肥薩線が運休している期間中の地域内交通を確保するため、坂本地域と八代地域とをつなぐ移動手段の確保に取り組みます。 

■肥薩線の復旧に向けた協議及び復旧後のあり方・活用方法の検討 

肥薩線の復旧に向けて、肥薩線利用促進・魅力発信協議会等の枠組みを活用し、肥薩線復旧後のあり方や活用方法まで見据えて、ＪＲ九州や沿線自治体との協議・検討を行います。 

〔肥薩おれんじ鉄道に関わる施策〕 

■鉄道のあり方及び活用方法検討 

効率的かつ利便性の高い交通体系の確保を目的とした肥薩おれんじ鉄道と路線バスとの役割分担の明確化、全線運行再開後の利用促進に肥薩おれんじ鉄道沿線活性化協議会などの既存の枠組みを活用しながら取り組みます。 

〔路線バスに関わる施策〕 

■利便性向上に向けた運行サービスの見直し 

利便性向上を目的にニーズに応じたルートの見直しや鉄道等との円滑な接続ダイヤへの見直しを行います。 

コミュニティ

交通に関する

具体的な施策 

〔乗合タクシーに関わる施策〕 

■利便性向上に向けた運行サービスの見直し 

利便性向上を目的に現在運行している路線について、ニーズに応じた運行区域やルート、便数、ダイヤ等の見直しを行います。 

■路線の転換・新設 

運行の効率性向上を目的に利用状況等を踏まえた路線バスから乗合タクシーへの転換や、公共交通空白地域の解消を目的とした乗合タクシー新規路線の設定等を行います。 

〔その他モビリティに関わる施策〕 

■新たな交通サービスの導入 

五家荘地域における自家用有償運送の導入検討、くまモンポート八代から市街地までのシャトルバスの運行検討など、新技術を活用し移動に関する地域課題の解決を目的とした検討を行います。 
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計画名 第 2期水俣市地域公共交通網形成計画 芦北町地域公共交通網形成計画 

計画期間 令和２年度〜令和６年度 平成 31 年度～令和５年度 

拠点の考え

方（抜粋） 

■各路線の将来図 

 
■公共交通の役割分担 

 

■公共交通の役割と方向性 

 

 

幹線と枝線

の考え方（抜

粋） 

幹線ネット

ワークの形

成に関する

具体的な施

策 

 ■町中心部を運行する新たな地域交通の運行 

主要施設間を連絡し町中心部の活性化を図る事、また、関連して町中心部周辺に存在している交通不便地域の解消のため、町中心部を運

行する新たな地域交通を導入する。 

■佐敷駅の接続性強化など乗継利便性向上に向けた乗継環境整備 

鉄道との交通結節点になる佐敷駅にて、ふれあいツクールバス・乗合タクシーとの乗継利便性向上を図る。 

コミュニテ

ィ交通に関

する具体的

な施策 

■みなくるバス・乗合タクシー路線の運行改善 

・市民のニーズに合わせた運行ダイヤの見直しや乗り場の見直し、路線を維持するための運行

の効率化等を検証し、運行内容の改善を図ります 

・市民の外出行動や休日の施設利用時間などを踏まえて、利用しやすい運行内容へ改善を図る

とともにみなくるバス・乗合タクシー路線の維持に取り組みます 

■乗合タクシー路線の運行形態の見直しを検討 

・乗合タクシー利用の低迷が著しい路線を対象として、路線の維持を図るためにデマンド型運

行を検討します。また、利用が少ない路線の沿線地域の住民に対して、路線の見直し・廃止

基準を周知するとともに基準の運用に取り組みます。 

■ふれあいツクールバス・乗り合いタクシーの運行見直し・新規運行 

現在運行しているふれあいツクールバス・乗り合いタクシーの運行形態を見直すことで、利便性向上を図るとともに効率化を確保する。 

■ふれあいツクールバスの有償化検討 

現在無償で運行しているふれあいツクールバスの有償化の導入を図る。 

■佐敷駅の接続性強化など乗継利便性向上に向けた乗継環境整備 

鉄道との交通結節点になる佐敷駅にて、ふれあいツクールバス・乗合タクシーとの乗継利便性向上を図る。 
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計画名 人吉・球磨地域公共交通網形成計画（人吉市・錦町・多良木町・

湯前町・水上村・相良村・五木村・山江村・球磨村・あさぎり町） 

人吉市地域公共交通網形成計画 水上村地域公共交通網形成計画 

計画期間 平成 28年 4月～令和４年３月 平成 29年７月～令和４年３月 平成 29年 11月～令和４年３月 

拠点の考え方

（抜粋） 

■拠点分類及び候補地 

 

■目指す地域公共交通体系像 

 
■路線の配置方針 

 

■目指す地域公共交通体系（イメージ） 

 
■路線の配置方針 

 

幹線と枝線の

考え方（抜粋） 

■目指す地域公共交通体系像 

 
■路線分類及び考え方 

 

幹線ネットワ

ークの形成に

関する具体的

な施策 

■幹線系統を対象とした路線バスの再編 

現在の幹線系統のバス路線を対象に再編を実施します。路線再編にあた

っては、幹線系統と支線系統に路線の役割分担を明確にし、幹線系統に

ついては現在のバス路線の見直しを行います。 

■拠点の創出 

路線バスの再編に併せて、利用者の利便性向上や乗換抵抗の軽減に向

け、拠点の創出を行います。なお、現時点で乗換拠点等の機能を有する

施設に関しては、より利便性が向上する対策等について検討します。 

■幹線系統を対象とした路線バスの再編 

現在の幹線系統のバス路線を対象に再編を実施します。路線再編にあたって

は、幹線系統と支線系統に路線の役割分担を明確にし、幹線系統については現

在のバス路線の見直しを行います。 

■拠点の創出 

路線バスの再編に併せて、利用者の利便性向上や乗換抵抗の軽減に向け、拠点

の創出を行います。なお、現時点で乗換拠点等の機能を有する施設に関して

は、より利便性が向上する対策等について検討します。 

■幹線系統を対象とした路線バスの再編 

現在の幹線系統のバス路線を対象に再編を実施します。路線再編にあたっ

ては、幹線系統と支線系統に路線の役割分担を明確にし、幹線系統につい

ては現在のバス路線の見直しを行います。 

■拠点の創出 

路線バスの再編に併せて、利用者の利便性向上や乗換抵抗の軽減に向け、

拠点の創出を行います。なお、現時点で乗換拠点等の機能を有する施設に

関しては、より利便性が向上する対策等について検討します。 

コミュニティ

交通に関する

具体的な施策 

■人吉市地域公共交通網形成計画及び実施計画の策定 

人吉市内で完結する路線バスやコミュニティバス、乗合タクシーなどを

対象に、人吉市地域公共交通網形成計画及び実施計画を策定します。 

■鉄道、路線バス、乗合タクシー等の共通乗車券の導入 

鉄道及び路線バス、乗合タクシー等の地域公共交通相互の利用環境の向

上に向けて、共通乗車券等の導入を検討します。 

■支線系統を対象とした路線バス等の再編 

地域間幹線系統の見直しに伴い、既存の地域内コミュニティバス（豆バス）及

び予約型乗合タクシーの見直しを必要に応じて行います。さらには、公共交通

空白地等に対しては、新たな地域公共交通の導入を検討します。 

■鉄道、路線バス、乗合タクシー等の共通乗車券の導入 

鉄道及び路線バス、乗合タクシー等の地域公共交通相互の利用環境の向上に向

けて、共通乗車券等の導入を検討します。 

■支線系統を対象とした路線バスの再編 

地域間幹線系統の見直しに伴い、村内において地域公共交通空白地等への

新たな地域公共交通の導入を検討します。 

■鉄道、路線バス、乗合タクシー等の共通乗車券の導入 

鉄道及び路線バス、乗合タクシー等の地域公共交通相互の利用環境の向上

に向けて、共通乗車券等の導入を検討します。 
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【天草地域】 

計画名 天草市地域公共交通網形成計画 上天草市地域公共交通網形成計画 

計画期間 平成 30年度～令和４年度 平成 30年度～令和４年度 

拠点の考え方

（抜粋） 

■公共交通の役割分担 

  

■本市が目指す地域公共交通網の姿 

 

幹線と枝線の

考え方（抜粋） 

幹線ネットワ

ークの形成に

関する具体的

な施策 

■ニーズに応じたバス路線の再編 

バス利用者のニーズに応じたダイヤ調整、路線再編等を行い、効率的でより利用しやすいバス路線網を形成する。 

■交通結節点の乗継利便性向上・待合環境改善 

陸海空各種交通モードの交通結節点におけるダイヤ調整や待合環境改善等により、公共交通を利用しやすい環境を構

築する。 

■地域公共交通網の見直し 

さんぱーるバス停を拠点とし、主に上島地域において路線バスの運行区間や経路等の見直しを行います。併せて、各

種拠点における地域公共交通相互の乗換情報提供や接続ダイヤの強化など、連携強化を図ります。 

 

コミュニティ

交通に関する

具体的な施策 

■多様な交通モードの活用・効率化 

本市では、路線バスを中心に、病院バス、福祉バス、スクールバス等各種交通モードが運行しているが、路線バスと

重複する等非効率的な側面が見受けられる。限られた財源を有効に活用するためにも、各種交通資源の役割を明確にし

たうえで整理し、活用・効率化を進める。 

■交通不便地域対策の推進 

路線バス等公共交通が運行しない地域において、乗合タクシーやコミュニティバスの導入、公共交通以外の既存交通

モード、その他福祉的外出支援策の活用等により、住民の移動手段を確保する。特に今後、免許返納者が増加するこ

とが予想されるため、免許返納対策としても交通不便地域対策を推進する必要がある。 

■公共交通と福祉的外出支援の連携 

人口減少、高齢化進行が著しい本市において、公共交通所管部署と福祉所管部署等の連携により、公共交通による移

動支援と福祉的外出支援を有効に連携・活用し、高齢者や障害者、学生等の移動性向上を図る。 

■スクールバスを活用した地域公共交通の導入 

各交通資源の役割分担を考慮し、スクールバスが運行している地域において、スクールバスへの混乗もしくは空き時

間での活用、さらには路線バスを活用したスクールバスとしての機能確保などについて取り組みます。 

■新たな地域公共交通の導入 

客貨混載事業などをはじめとする地域公共交通に関する技術的・制度的な動向を踏まえ、人流と物流の観点から過疎

地域の高齢者やターゲットに応じた新たな地域公共交通の導入を目指します。 

■生活交通導入ガイドラインの見直し・運用 

平成 24 年度に作成した「上天草市生活交通ネットワーク計画」における生活交通導入ガイドラインに関して、持続

可能な地域公共交通体系の構築を目的に、最新の動向などを踏まえ見直し、ＰＤＣＡの実践に取組みます。 
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③ 地域公共交通施策に関する市町村の考え 

県内市町村に対し、地域公共交通施策に関するアンケートを実施した。 

幹線公共交通ネットワークに関する調査の中で、複数市町村にまたがる広域的な路線（鉄

道・路線バス）の取扱いに関する課題として最も多く挙げられたのは、「利用者数の増加・

維持」であった。その他、「自市町村の政策・施策の反映しづらさ」、「交通事業者との密な

コミュニケーション」等を課題として挙げる市町村が多かった。 

また、そのような広域的な路線の検討体制については、図 3-37 に示すように、「生活圏

を共有する市町村で連携し、県や中心的な市町村が主導する体制」がふさわしいと回答す

る市町村が最も多く、次いで「生活圏を共有する市町村で連携し、各市町村が並列となっ

て取り組む体制」が多かった。一方で、自由記述欄においては、広域的な路線や鉄道とバス

が並行する路線等については、なかなか市町村間の調整が進まないとの意見があり、十分

な検討体制が構築できている例は少ないという実態がうかがえる。 

  

（※回答市町村数：４４、複数回答可のため合計は一致しない） 

図 3-36 複数市町村にまたがる幹線公共交通(鉄道や幹線バス等)の課題 

 

（※回答市町村数：４３） 

図 3-37 幹線公共交通の検討に望まれる体制  
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次にコミュニティ交通に関する調査の中で、路線バス等からコミュニティ交通へ転換する場

合の課題として最も多く挙げられたのは「財源不足」であった。次いで「予約が必要となること

による利便性低下」、「乗務員不足」、「自治体内のノウハウ・人材不足」を課題として挙げる市

町村が多かった。 

上述のように財源や乗務員等の輸送資源がひっ迫する中、病院や商業施設等の民間施設が

実施している送迎サービスとの連携・積極的活用は今後の解決手段の一つであり、国の資料

等においても「輸送資源の総動員」の例として挙げられている。しかし、そのような民間サービ

スの実態については、多くの市町村で「部署を問わず把握していない」との回答であった。 

 

（※回答市町村数：４４、複数回答可のため合計は一致しない） 

図 3-38 路線バスをコミュニティ交通へ転換する場合の課題 

 

図 3-39 民間送迎実態の把握 
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4 災害と地域公共交通 

（1） 鉄道の被災と復旧 

① 鉄道の被災状況 

本県は、「平成 28 年熊本地震」、「令和２年７月豪雨」という２度の大きな災害に見舞わ

れ、その度に被災地域では、住民の移動を支える地域公共交通網も大きく傷ついた。特に、

この２度の災害においては、複数の鉄道路線で甚大な被害が発生し、長期間にわたる不通

を余儀なくされる状況となっている。 

表 4-1 災害による不通鉄道路線 

路線名 
不通区間 

(R2.7.5時点) 
備考（現在の状況等） 

「熊本地震」の被災による不通路線 

 ① ＪＲ豊肥本線 肥後大津～阿蘇 全線で運転再開（R2.8.8～） 

② 南阿蘇鉄道 中松～立野 高森～中松間で部分運転（H28.7.31～） 

「７月豪雨」の被災による不通路線 

 ③ ＪＲ肥薩線 八代～吉松 タクシー等による代替輸送（一部区間） 

④ くま川鉄道 人吉温泉～湯前 バスによる代替輸送 

⑤ 肥薩おれんじ鉄道 八代～出水 全線で運転再開（R2.11.1～） 

 

 

図 4-1 災害による不通鉄道路線（路線図）  
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② 鉄道の復旧と沿線自治体の関わり方 

被災した鉄道路線のうち、ＪＲ豊肥本線と肥薩おれんじ鉄道は、すでに全線での運転を

再開しており、いずれも運転再開日に開かれた記念イベントは、再開を待ち望んでいた多

くの沿線住民や鉄道利用者でにぎわいを見せた。鉄道が、沿線地域のにぎわい創出に資す

る“財産”であることを、災害からの復旧を通して改めて示した日となった。 

  

（撮影：ＪＲ九州）            （撮影：熊本県） 

図 4-2 ＪＲ豊肥本線と肥薩おれんじ鉄道の全線運転再開記念イベント 

 

被災鉄道の復旧には、長い期間と多額の費用を要することから、鉄道事業者が単独で復

旧工事を行うことは困難な場合が多い。そのため、災害復旧の是非はもちろんのこと、復

旧期間中のマイレール意識の醸成、復旧後の将来にわたる鉄道の維持・利活用のあり方等

についても、事業者だけでなく沿線自治体や県が一緒になって検討し、連携して取り組ん

でいくことが求められる。 

なお、ＪＲ豊肥本線と南阿蘇鉄道については、災害復旧事業を行うに当たり、「長期的な

運行の確保に関する計画」を策定し、復旧後の長期的な運行の確保に向けて、事業者、沿線

自治体及び県が連携して、収支改善等の取組を行っていくこととしている。 

 

表 4-2 長期的な運行の確保に関する計画 

路線名 関係自治体 

ＪＲ豊肥本線 

阿蘇市、大津町、南小国町、 

小国町、産山村、高森町、 

南阿蘇村、西原村、熊本県 

南阿蘇鉄道 高森町、南阿蘇村、熊本県 

  

Keywords 

災害による鉄道の不通 沿線自治体と連携した鉄道の維持 
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（2） 被災地域における移動ニーズの変化 

災害が発生した地域においては、発災から徐々に復旧・復興が進んでいくのに合わせて、

地域住民の移動ニーズが変化していく。 

まず、発災直後においては、多くの住民が避難生活を送っていることから、例えば避難

所を中心に、役場や入浴施設等への移動を支援するサービスのような、応急的な対応が求

められる。 

その後、学校や企業活動等が徐々に再開する段階になり、なおかつ鉄道や道路が不通と

なっている場合には、これらを代替する交通手段の確保が必要となる。また、元の住宅地

から離れた場所に仮設住宅が建設されるなど、新たなコミュニティが構築される際には、

路線バス・乗合タクシー等の乗入れについても検討が必要である。 

そして、最終的に復興が進んだフェーズにおいては、新しいまちの形に合わせた公共交

通網全体をデザインし、地域公共交通計画の策定等に取り組んでいくことが必要である。 

このように、移り変わる住民の移動ニーズにどのように対応していくか、ということも

災害発生時における地域公共交通施策の重要な課題の一つである。 

 

 
 

図 4-3 災害からの復旧・復興フェーズに合わせて必要となる 

地域公共交通施策のイメージ 

 

 

  
Keywords 

被災地域における移動ニーズの変化への対応 
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5 地域公共交通をとりまく現状と課題 

「２ 地域の概況」、「３ 地域公共交通の現状」、「４ 災害と地域公共交通」で整理し

た内容を総合すると、本県における地域公共交通は「①県民の移動ニーズの変化・多様化」、

「②移動ニーズに対応する輸送資源のひっ迫」という対立する２つの現状に直面しており、

そのような中で、各地域の実情に応じた公共交通網を維持・確保していくことが課題とな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①県民の移動ニーズの変化・多様化 

■地域の概況から・・・ 

 ・人口の二極化（熊本都市圏の一部では人口増加、ほとんどの他地域では減少） 

 ・熊本市中心部では、大規模商業施設の開業等により、移動需要が増加 

 ・過疎地域では、高齢化率が高い区域が広範囲に分布し、ドア toドアで 

  小回りの利く移動手段のニーズが増加 

 ・免許返納に伴い、交通弱者が増加 

■公共交通の概況から・・・ 

 ・鉄道、バスともに、特に過疎地域において輸送人員の減少が顕著 

 ・需給バランスの悪い路線やサービスが存在 

■新型コロナウイルスの影響・・・ 

 ・テレワークの推進等ライフスタイルの変化に伴う移動行動の変容 

■災害の影響・・・ 

 ・鉄道の不通に伴う代替交通手段の必要性 

 ・復旧・復興の段階に応じた移動ニーズの変化 

②移動ニーズに対応する輸送資源のひっ迫 

■地域の概況から・・・ 

 ・生産年齢人口の減少（特に過疎地域において顕著） 

■公共交通の概況から・・・ 

 ・バス運転士不足の深刻化に伴うサービスの縮小 

 ・タクシー事業者における乗務員不足 

 ・航路事業者の減少とサービスの縮小 

 ・車両・船舶や施設等の老朽化 

 ・利用者減少等に伴う各公共交通事業者の厳しい収支状況 

 ・行政負担額の増加、財源不足 

■新型コロナウイルスの影響・・・ 

 ・外出自粛等に伴うさらなる輸送人員の減少、収支の悪化 

■災害の影響・・・ 

 ・車両、施設等への甚大な被害 

 ・代替交通手段の確保等に伴う輸送資源のひっ迫 
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輸送資源がひっ迫する中、変化・多様化する県民の移動ニーズに対応しながら、地域の実

情に応じた公共交通網を構築していくためには、「限られた輸送資源を総動員して、公共交

通サービスの効果を最大化することが必要」であり、この認識を県、市町村、交通事業者等

の地域公共交通の関係者が共有したうえで、適切な役割分担の下、取組を進めていくことが

重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、県内市町村がこれまで地域公共交通に関する取組を進めていくうえで、隘路とな

っている事柄についてアンケートを行った結果、主に以下のような点が挙げられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

県民の移動ニーズの 

変化・多様化 

移動ニーズに対応する 

輸送資源のひっ迫 
現状 

課題 

■市町村アンケートから得られた取組の隘路 

 

 【広域的な路線の取扱いについて】 

 ・複数市町村による検討体制構築（及び運営）の難しさ 

 ・自市町村の政策・施策を反映しづらい 

 ・鉄道とバスが競合・並行する路線の取扱い 

 ・事業者とのコミュニケーション不足 

 

 【コミュニティ交通について】 

 ・財源が不足 

 ・検討のためのノウハウ・人材が不足 

 ・コミュニティ交通の担い手がいない（乗務員不足） 

 ・地域の輸送資源を把握できていない 

 

各地域の実情に応じた公共交通網の維持・確保 
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6 基本的な方針及び計画の目標 

「５ 地域公共交通をとりまく現状と課題」及び「新しいくまもと創造に向けた基本方針」

等の本県の上位計画並びに関連計画等を踏まえ、目指すべき将来像と、それに向けた本計

画の基本的な方針、計画の目標を次のとおり定める。 

 

  

社会動態の変容によって絶え間なく変化・多様化する 

県民の移動ニーズを満たす、地域公共交通施策の展開 

～公共交通の持つ効果の最大化に向けた輸送資源の総動員～ 

持続可能な幹線公共交通ネットワークの構築 

計
画
の 

基
本
的
な
方
針 

「新しいくまもと」の創造に資する 

県内各地域の実情に応じた公共交通網の構築 

目
指
す
べ
き 

将
来
像 

計画の目標① 

輸送資源の総動員によるコミュニティ交通の充実 計画の目標② 
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① 目標①：持続可能な幹線公共交通ネットワークの構築  

県の公共交通ネットワークの骨格となる幹線公共交通（鉄軌道・路線バス等）について、

その役割を明確に定義したうえで、交通事業者どうし、並びに交通事業者と自治体との協

働により、将来にわたり、その持続可能性を高め、ネットワークとしての維持を図る。 

また、２度の大きな災害の経験を踏まえ、災害時のネットワークの持続性についても向

上を図る。 

 

【数値指標・目標値】 

＜目標①の達成を測る指標＞ 

数値指標 現状値 目標値 
目標設定の

考え方 

幹線公共交通利用者数の維持 

 指標Ⅰ：路線バスの年間輸送人員 

（バス事業者５社※1の合計輸送人員） 

26,737 
千人/年 

（R1 年度） 

26,737 
千人/年 以上 

（R7 年度） 
人口減少が進

む中にあって

も、現状の水

準を維持する 
指標Ⅱ：鉄道の年間輸送人員 

（鉄道事業者４社※2の合計輸送人員） 

3,611 
千人/年 

（R1 年度） 

3,813※3 
千人/年 以上 

（R7 年度） 

幹線公共交通の収益性の向上 

 指標Ⅲ：路線バスの収支率 

（バス事業者５社※1 の合計経常収入/合計

経常費用） 

63.9％ 

（R1 年度） 
63.9％ 以上 

（R7 年度） 持続可能性の

観点から、現

状の水準を維

持する 
指標Ⅳ：鉄道の収支率 

（鉄道事業者４社※2 の合計鉄道事業収入/

鉄道事業費用） 

71.2％ 

（R1 年度） 
71.2％ 以上 

（R7 年度） 

利用者一人当たりの行政負担額の縮減 

 指標Ⅴ：路線バス利用者一人当たりの行政

負担額（バス事業者５社※1の合計行政負担

額/合計輸送人員数） 

113 円/人 
（R1 年度） 

113 円/人 以下 
（R7 年度） 

持続可能性の

観点から、現

状の水準を維

持する 

広域での地域公共交通計画数の増加 

 指標Ⅵ：複数市町村にまたがる地域公共交

通計画の数 ３ 
（R2 年度末） 

７ 以上 
（R7 年度末） 

概ね P70～73

の地域ごとに

各１つ以上、

広 域 の 取 組

（計画）数を

増加 

 ※1 バス事業者５社：九州産交バス、産交バス、熊本電気鉄道、熊本バス、熊本都市バス 

           （高速バス・空港リムジンバスの数値は除く。） 

 ※2 鉄道事業者４社：熊本電気鉄道、南阿蘇鉄道、くま川鉄道、肥薩おれんじ鉄道 

 ※3 南阿蘇鉄道は熊本地震以前の平成 27 年度、他社は令和元年度の輸送人員の合計 
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【本県における幹線公共交通ネットワークの考え方】 

計画の目標である「持続可能な幹線公共交通ネットワークの構築」に向けて、主にネッ

トワークの骨格を担う幹線的な鉄軌道、バス路線等について、その役割や維持・確保の方

針に係る考え方を以下に示す。 

なお、航路や天草エアラインも幹線的な交通機関であるが、特定の２～３拠点間に限っ

た輸送を担うため、以下の考え方に関わらず、関係自治体の支援の下、維持・確保を図る。 

 

＜１＞“拠点”の設定 

商業、文教、医療、行政、金融といった、生活に必要な各機能を有する施設の集積状況

や、公共交通の乗降者数、各市町村の地域公共交通網形成計画における位置づけやアン

ケートの回答等を基に、地域の“拠点”となる地点を設定。 

※各市町村に、少なくとも１つは“拠点”が存在するよう設定。 

 

 ＜２＞“幹線公共交通ネットワーク”の設定 

①鉄軌道、②高速・快速バス、③路線バスのうち、＜１＞で設定した拠点を複数連絡す

る路線を“幹線公共交通ネットワーク”を構築する路線として抽出し、その機能や利用状

況等を基に、以下のとおり役割及び今後の維持・確保の方針を設定する。 

交通 

機関 
役割 維持・確保の方針 

①
鉄
軌
道 

大量輸送性、定時性、速達性

等の強みを活かし、“幹線公

共交通ネットワーク”の主

要な骨格として、近距離・遠

距離にかかわらず、拠点間

の幅広い輸送を担う。 

各事業者の成り立ち等の違いに応じて、県や関

係市町村等が必要な支援を行いながら維持・確

保を図る。（財政的な支援に限らず、地域の資源

として鉄道を利活用する取組については、路線

を問わず自治体が積極的に取り組む必要があ

る。） 

②
高
速
・ 

快
速
バ
ス 

速達性や安価な運賃等の強

みを活かし、比較的遠距離

の拠点間を連絡する輸送を

担う。 

主に、事業者の自助努力等により維持・確保を

図るが、県内の拠点間を連絡する路線（区間）

については、必要に応じて、行政も連携した維

持・確保のあり方を検討する。 

③
路
線
バ
ス 

県内のほとんどの地域をカ

バーする路線網を活かし、

県民に最も身近な幹線交通

手段として、生活に密着し

た拠点間の輸送を担う。 

１
日
当
た
り
の
輸
送
量
※ 

15人以上 
国・県による支援を中心に維

持・確保を図る。 

9人以上～

15人未満 

県・沿線市町村の支援を中心

に維持・確保を図る。 

9人未満 

沿線市町村の支援により維

持・確保を図る。利用実態によ

っては、必要に応じてダウン

サイジングを検討する。（P75

を併せて参照） 

※輸送量：平均乗車密度（１ｋｍあたりの平均乗車人数）×運行回数 

 ＜参考＞“交通圏”との整合性の確認 

国勢調査等の人流データや、市町村アンケートの意見等を基に、各地域の住民が通勤・

通学等の日常生活で移動する範囲を“交通圏”として設定。＜１＞、＜２＞による幹線公

共交通ネットワークの考え方が、“交通圏”内の移動をカバーできているか、という視点

で確認を行うことが必要。 

 
※拠点、幹線公共交通ネットワーク、交通圏の設定に係る詳細な考え方は補足資料に記す 
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【幹線公共交通ネットワーク図】 

＜県央地域＞ 
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＜県北地域＞ 
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＜県南地域＞ 
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＜天草地域＞ 
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② 目標②：輸送資源の総動員によるコミュニティ交通の充実 

輸送資源が縮小する中でも多様化する県民の移動ニーズに対応するため、既存の輸送資

源の活用や、複数市町村間の協働による広域コミュニティ交通の導入、新たな法制度やモ

ビリティ技術の活用等、あらゆる選択肢の中から地域の実情に応じて適切な施策を導入で

きるような指針を立案し、幹線公共交通ネットワークを補完するコミュニティ交通の充実

を図る。 

 

【数値指標・目標値】 

＜目標②の達成を測る指標＞ 

数値指標 現状値 目標値 
目標設定の

考え方 

コミュニティ交通施策の新規導入・サービス見直しの推進 

 

指標Ⅶ：コミュニティ交通施策の新規導

入・サービス見直しを行った市町村数※１ 
― 

45市町村 
（R7 年度末） 

計画期間中に

おいて、県内

全域のコミュ

ニティ交通施

策について、

必要な改善が

図られる 

コミュニティ交通利用者数の増加 

 指標Ⅷ：コミュニティ交通の年間利用者数 

（市町村交通施策状況調査における全市

町村のコミュニティ交通利用者実績の合

計※２） 

694 
千人/年 

（R1 年度） 

694 
千人/年 以上 

（R7 年度） 

人口減少が進

む中にあって

も、現状の水

準を維持する 

 ※1 計画期間内において、コミュニティ交通施策を新たに導入した、若しくは施策導入後の利

用実態等を踏まえ、路線・ダイヤ・運賃等のサービス内容について何らかの見直しを行っ

た市町村数。 

※2 市町村交通施策状況調査で回答のあった交通施策のうち、利用者を限定しないコミュニテ

ィバス、乗合タクシー等の利用者数の合計。（有償・無償は問わない。利用者が小中学生等

に限定されるスクールバスや、高齢者に限定される福祉バス等は集計対象外。） 
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【コミュニティ交通の充実に向けた指針】 

計画の目標である「輸送資源の総動員によるコミュニティ交通の充実」に向けて、コミ

ュニティ交通施策の検討・実施主体である市町村が抱える課題・隘路等（図 6-1）を踏まえ、

施策の方向性を次のとおり定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※回答市町村数：４４、複数回答可のため合計は一致しない） 

図 6-1 路線バスをコミュニティ交通へ転換する場合の課題 

課題・隘路 施策の方向性 

公共交通施策に 

対する財源不足 

地域における 

担い手（乗務員）不足 

コミュニティ交通導入 

による利便性の低下 

自治体内の 

人材・ノウハウ不足 

方向性① 運行の効率化・ダウンサイジング 

P69～73 の幹線公共交通ネットワークの考え方を踏

まえつつ、バス路線の利用実態等を見極め、需給バ

ランスの悪い路線については、運行形態の効率化や

車両のダウンサイジングを図る。 

方向性② 既存輸送サービスの組合せ運行 

実施主体の官民を問わず、地域で提供されている輸

送サービスを洗い出し、可能なものについてはサー

ビスの連携や統合等を図る。 

方向性③ 新技術・新制度の活用 

ＡＩシステムや自動運転技術等によるきめ細かなサ

ービスの提供や、交通モード間をまたいだわかりや

すい運賃設定等により、利便性の向上を図る。 

方向性④ 研修機会等の充実 

「熊本県地域公共交通担当者研修会」の内容（質・

量）の拡充により、市町村や交通事業者担当者を対

象とした研修機会の充実を図る。 

※施策の実施に向けた具体的な検討の手順やポイント等については補足資料に記す 

①
～
③
の
方
向
性
に
沿
っ
た
施
策
に
つ
い
て
は 

県
の
財
政
支
援
を
検
討 
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＜コミュニティ交通の“実施主体”と“担い手”について＞ 

 

 （“実施主体”について） 

   コミュニティ交通施策は、県内各地域の住民のラストワンマイルの移動等を支えるも

のであることから、これまで基礎自治体である市町村が主体となって、住民のニーズを

くみ取りながら検討・実施されてきた。本計画の策定後においても、これまで同様、市

町村の主体的な取組によって、地域の実情に応じたコミュニティ交通施策が展開される

ことが望ましく、県としては施策の方向性を示すとともに、その推進を図るため、財政

支援や研修機会の充実等を検討する。 

 

 （“担い手”について） 

   コミュニティ交通施策の“担い手”としては、主にバス事業者やタクシー事業者等が

想定されるが、特に過疎地域等においては、少人数で、かつドア toドアに近い移動手段

のニーズが高まっていくことを踏まえると、タクシー事業者の担う役割が重要となって

くる。“実施主体”である市町村においても、そのことを認識のうえ、コミュニティ交通

施策の導入に当たっては、地域のタクシー事業者と連携を図りながら施策内容を検討し

ていくよう努めることが必要である。 

 

 （「“担い手”の不足」について） 

   図 6-1 に示す市町村アンケート結果において、３分の１以上の市町村から「乗務員不

足である」という回答があった一方で、本計画策定に当たっての熊本県地域公共交通協

議会における協議の中で、多くのタクシー事業者は、一般的には乗務員が不足している

ものの、市町村が実施するコミュニティ交通施策については積極的に受託する意向があ

る、という意見も得られた。この点については、市町村とタクシー事業者との間で認識

の齟齬が生じている可能性もあるため、お互いにしっかりとコミュニケーションを図っ

たうえで、施策の実施可能性を検討していく姿勢が必要と考えられる。 

   また、タクシー事業者によっては、受託の意向があってもコミュニティ交通施策に関

連する法律や補助金制度についてのノウハウ等が不足している場合もあるため、事業者

向けの人材育成支援に資する研修機会等の充実に取り組んでいくことも必要である。 
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③ その他 

目標①、目標②をそれぞれ達成することにより、「新しいくまもと」の創造に資する、県

内各地域の実情に応じた公共交通網の構築を目指すため、各目標の達成を測る共通指標と

して、公共交通に対する県民満足度の目標値を設定する。 

 

【数値指標・目標値】 

＜目標①・②の達成を測る共通指標＞ 

数値指標 現状値 目標値 
目標設定の

考え方 

公共交通に対する県民満足度の向上 

 
指標Ⅸ：県民アンケートにおける公共交通

に対する県民満足度 
－ 

25.0％ 以上 

（R7 年度） 

県内全域にお

いて、県民満

足度の向上が

図られる 
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7 目標を達成するための施策・事業 

（1） 幹線公共交通ネットワーク構築のための体制整備 

① 幹線に求められる役割や維持・確保の方針の設定 

概要 

県内の公共交通ネットワークの骨格を主に担う、幹線的な鉄道・バス路線等の役割や維

持・確保の方針について、県・市町村・交通事業者等各関係者の共通認識となる考え方を

定める。 

具体的な内容 

■本県における幹線公共交通ネットワークの考え方（P69 の再掲） 

＜１＞“拠点”の設定 

  商業、文教、医療、行政、金融といった、生活に必要な各機能を有する施設の集積状況

や、公共交通の乗降者数、各市町村の地域公共交通（網形成）計画における位置づけや

アンケートの回答等を基に、地域の“拠点”となる地点を設定。 

  ※各市町村に、少なくとも１つは“拠点”が存在するよう設定。 

 

＜２＞“幹線公共交通ネットワーク”の設定 

  ①鉄軌道、②高速・快速バス、③路線バスのうち、＜１＞で設定した拠点を複数連絡

する路線を“幹線公共交通ネットワーク”を構築する路線として抽出し、その機能や利

用状況等を基に、以下のとおり役割及び今後の維持・確保の方針を設定する。 

 
交通 

機関 
役割 維持・確保の方針 

①
鉄
軌
道 

大量輸送性、定時性、速達性等の強

みを活かし、“幹線公共交通ネット

ワーク”の主要な骨格として、近距

離・遠距離にかかわらず、拠点間の

幅広い輸送を担う。 

各事業者の成り立ち等の違いに応じて、県や関係市町村等

が必要な支援を行いながら維持・確保を図る。（財政的な支

援に限らず、地域の資源として鉄道を利活用する取組につ

いては、路線を問わず自治体が積極的に取り組む必要があ

る。） 

②
高
速
・ 

快
速
バ
ス 

速達性や安価な運賃等の強みを活

かし、比較的遠距離の拠点間を連

絡する輸送を担う。 

主に、事業者の自助努力等により維持・確保を図るが、県内

の拠点間を連絡する路線（区間）については、必要に応じて、

行政も連携した維持・確保のあり方を検討する。 

③
路
線
バ
ス 

県内のほとんどの地域をカバーす

る路線網を活かし、県民に最も身

近な幹線交通手段として、生活に

密着した拠点間の輸送を担う。 

１
日
当
た
り
の
輸
送
量 

15 人以上 
国・県による支援を中心に維持・確保

を図る。 

9 人以上～

15 人未満 

県・沿線市町村の支援を中心に維持・

確保を図る。 

9 人未満 

沿線市町村の支援により維持・確保を

図る。利用実態によっては、必要に応

じてダウンサイジングを検討する。 

 

 

 

 

熊本県地域公共交通計画 
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■幹線公共交通ネットワーク図 

 

 

 

※地域公共交通確保維持事業に係る幹線系統一覧は P80、P81 参照。 

 

 

 

 

実施主体とスケジュール 

 

実施主体 
スケジュール 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

熊本県 
     

 

必要に応じて見直しを検討 

（※協議会の場において関係者で協議を行いながら検討） 計画策定 
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■地域公共交通確保維持事業に係る地域間幹線系統一覧 

実施主体 系統名 事業許可区分 運行態様 補助事業の活用 

熊本バス(17) 

直行線 ４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

砥用線 ４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

辺場・甲佐線 ４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

御船・甲佐線 ４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

健軍・砥用線 ４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

健軍線 ４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

健軍・イオン線 ４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

宇土線 ４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

松橋線 ４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

画図線 ４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

乙女線 ４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

中病・イオン線 ４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

江津・イオン線 ４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

セイラ・イオン線 ４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

城南・志導寺線 ４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

健軍電停・イオン線 ４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

田迎・城南線 ４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

産交バス(12) 

健軍･東無田経由 

熊本･御船線 
４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

河内経由 

熊本･小天線 
４条乗合 路線定期運行 

幹線補助 

車両減価償却費補助 

植木･大倉経由 

熊本･玉名線 
４条乗合 路線定期運行 

幹線補助 

車両減価償却費補助 

菊池経由 

山鹿･大津線 
４条乗合 路線定期運行 

幹線補助 

車両減価償却費補助 

労働庁舎・鬼池港経由 

本渡･富岡線 
４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

セントラル病院経由 

本渡･鬼池線 
４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

一町田中央･久玉経由 

本渡･牛深線 
４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

桜山経由 

玉名市役所･荒尾線 
４条乗合 路線定期運行 

幹線補助 

車両減価償却費補助 
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実施主体 系統名 事業許可区分 運行態様 補助事業の活用 

産交バス(12) 

堅志田経由 

松橋･砥用線 
４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

日奈久経由 

八代・田浦線 
４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

道尻経由 

阿蘇環状線 
４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

テクノ団地経由 

熊本・高森線 
４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

熊本電気鉄道 

(1) 

377 新地団地線 

（合志市役所） 
４条乗合 路線定期運行 

幹線補助 

車両減価償却費補助 

西鉄バス大牟田 

(4) 

西鉄大牟田営業所～大牟

田市立病院・上町～庄山 
４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

西鉄大牟田営業所～延命

公園動物園前・大牟田市

立病院・新大牟田駅～南

関町役場 

４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

荒尾駅～右京町～ 

大牟田駅～久福木団地 
４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

荒尾駅～天領橋～大牟田

駅～高泉団地～三池中町 
４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

南国交通(1) 
水俣線 

（佐潟口・水俣車庫線） 
４条乗合 路線定期運行 幹線補助 

 

※地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第７条第２項に掲げる事項を具体的に

記載した書類は別紙のとおり。 
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② 複数市町村にまたがる広域での検討の推進 

概要 

 複数の市町村にまたがる鉄道やバス路線等のあり方を検討するため、通勤・通学・買物・

通院といった日常生活で住民が行き来する範囲に属する複数の市町村と県が連携した検討

体制づくりを推進し、広域での取組の増加に繋げる。 

具体的な内容 

■検討体制の考え方 

関係する各市町村（＋県）で協議体（地域公共交通活性化再生法に基づく法定協議会

等）を構築し、地域公共交通計画の策定等も視野に入れながら検討を行う。なお、検討対

象とする路線（網）や区域の特徴（関係市町村の数・範囲、路線（網）の利用実態等）に

応じて、適切な協議体の体制を選択する。 

 協議体の体制 検討対象のイメージ 事例 

Ⅰ 

関係市町村（＋県）で協議体

制を構築し、各市町村が共

同で事務局を務める体制 

２～３市町村にまたがり、各市

町村の拠点間を双方向に行き

来する利用が多い路線（網） 

南阿蘇鉄道沿線地域 

Ⅱ 

関係市町村（＋県）で協議体

制を構築し、中心的な市町

村が事務局を務める体制 

中心となる拠点が存在し、周辺

市町村から当該中心拠点へ流

入する利用が多い放射状の路

線網 

熊本地域(熊本市・嘉島町) 

人吉・球磨地域 

 

※ 特定の路線のあり方に絞った検討を行う場合には、まずは沿線の各市町村（＋県）

の担当者による任意の協議により、当該路線の課題や方向性について集中的に検討す

る方法も考えられる。その協議の中で、他の路線や交通モードも含めて一体的な検討

を行う必要が生じた場合は、上記の協議体の構築を検討する。 

 

 

実施主体とスケジュール 

 

実施主体 
スケジュール 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

熊本県 
     

市町村 
     

交通事業者 
     

 

  

検討対象

の洗出し 
 

検討 

体制の 

設置 

検討 

開始 
実施 → → 

検討体制への参画→事業の実施 



 

 

 83 

③ 幹線ネットワーク構築に資する補助金制度への見直し 

概要 

県（及び市町村）の補助金制度（路線バスの運行費補助制度）について、「幹線公共交通

ネットワークの考え方」に基づき、制度の見直しを検討・実施する。 

具体的な内容 

■制度見直しのイメージ 

※ 本計画策定時点でのイメージであり、今後市町村や交通事業者との協議を行いながら、

制度の詳細を検討していくことが必要。 

※ そのため、令和３年度を検討期間とし、令和４年度予算からの見直しを目指す。 

 

地域間幹線系統（国庫補助路線）に準ずる路線への支援 

「幹線公共交通ネットワークの考え方」に基づき、これまで、熊本県生活交通路線維

持費補助金の補助対象となっていなかった、１日当たり輸送量９人以上 15 人未満の路線

について、地域間幹線系統（国庫補助路線）に準ずる路線として、県の支援を検討する。 

 

ダウンサイジングの検討支援 

  「幹線公共交通ネットワークの考え方」に基づき、１日当たり輸送量９人未満の路線

について、市町村がダウンサイジングを検討する場合、その検討や導入に要する費用に

ついて、県の支援を検討する。 

1 日当たりの

輸送量 

計画期間における 

維持・確保の方針 

 

15 人以上 
国・県による支援を中心に維持・確保

を図る。 

→生活交通路線維持費補助金による支援

（変更なし） 

9 人以上～ 

15 人未満 

県・沿線市町村の支援を中心に維持・

確保を図る。 
→新たに支援を検討 

9 人未満 

沿線市町村の支援により維持・確保を

図る。利用実態によっては、必要に応

じてダウンサイジングを検討する。 

→ダウンサイジングを検討・導入する場合、

その費用に対する支援を検討 

 

 

実施主体とスケジュール 

 

実施主体 
スケジュール 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

熊本県 
     

市町村 
     

 

  

見直し実施 検討 

検討 見直し実施 
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（2） 共同経営による“あるべきバス路線網”の構築 

① 複数事業者による重複区間の最適化 

概要 

 複数のバス事業者が重複して運行している区間について、事業者どうしでサービス内容

を調整し、需給バランスを整えることによる運行の効率化や、待ち時間の平準化等による

利便性の維持・向上を図る。 

具体的な内容 

■重複区間の最適化に関する考え方 

需給バランスの調整による運行の効率化 

事業者間で利害が対立するような路線は、競

合する事業者どうしでサービス調整（重複路線

の見直し）を行い、需要と供給のバランスが取

れた運行本数を確保（最適化）する。また、効

率化により生まれる余剰（車両・運転士等）は、

他路線の維持・拡充等に充当する。 

待ち時間の平準化による利便性の維持・向上 

需要と供給のバランスが取れた運行本数に調

整したのち、だんご状態や前後便の間隔が長いダ

イヤの調整による待ち時間の平準化を行い、利

用者利便の維持・向上を図る。 

 

■最適化の対象路線 

（１）共同経営計画第１版（令和３年４月実施予定） 

①旧３号線、②川尻市道、③産業道路・国体道路、④旧 57 号線の４方面の路線 

（２）共同経営計画第２版（令和４年４月以降実施予定） 

   電車通り（路線バスと熊本市電との重複区間） 

※必要に応じて、「地域公共交通利便増進事業」の活用を検討する。 

実施主体とスケジュール 

実施主体 
スケジュール 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

交通事業者 

     

※「（２）共同経営による“あるべきバス路線網”の構築」に掲げる施策の検討・実施に対しては、

その取組を推進するため、県としても必要な支援を検討する。 

  

第 2版実施 

第 1版実施 

検討 
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② 利便性向上のための新たな運賃施策の導入 

概要 

 路線バスの利便性向上に資する、新たな運賃サービスとして、共通定期券やエリア均一

運賃等の導入を検討・実施する。 

具体的な内容 

■共通定期券 

  複数のバス事業者が運行している区間において、特定の事業者が運行するバスだけで

なく、すべての事業者のバスで利用できる定期券 

 

■エリア均一運賃 

  一定のエリア内で、１乗車当たりの運賃を定額とするような運賃体系 

 

※その他いくつかのサービスについて比較・検討を行い、利便性向上に資するものを実施。 

 

   

 

※必要に応じて「地域公共交通利便増進事業」の活用を検討する。 

 

 

 

 

 

実施主体とスケジュール 

 

実施主体 
スケジュール 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

交通事業者 
     

※「（２）共同経営による“あるべきバス路線網”の構築」に掲げる施策の検討・実施に対しては、

その取組を推進するため、県としても必要な支援を検討する。 

  

実施 検討 
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③ 事業者間の垣根を越えた経営資源の再配置 

概要 

 各バス事業者の既存の運行エリアにとらわれず、共同経営を行う５事業者間で柔軟に路

線移譲等を行うなど、全体最適の視点で経営資源（運転士・車両）を配置する。 

具体的な内容 

■経営資源の再配置のイメージ 

 

 

 

 

 

      

 

 

※必要に応じて「地域公共交通利便増進事業」の活用を検討する。 

 

実施主体とスケジュール 

 

実施主体 
スケジュール 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

交通事業者 
     

※「（２）共同経営による“あるべきバス路線網”の構築」に掲げる施策の検討・実施に対しては、

その取組を推進するため、県としても必要な支援を検討する。 

  

不断に検討・実施 
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（3） 鉄道ネットワークの整備と持続可能性の向上 

① 被災鉄道路線の復旧・復興 

概要 

平成 28 年熊本地震で被災した南阿蘇鉄道、令和２年７月豪雨で被災したくま川鉄道、JR

肥薩線の３路線について、鉄道事業者と県及び関係市町村が連携し、一日も早い全線復旧

に向けて取り組むとともに、復旧後の鉄道の利活用についても連携して検討する。 

具体的な内容 

■南阿蘇鉄道 

 ・令和５年度の全線復旧に向けた、災害復旧事業の着実な実施 

 ・災害復旧事業完了後の上下分離実施に向けた準備（（一社）南阿蘇鉄道管理機構（仮称）

の設立、鉄道事業再構築事業実施計画の策定等） 

 ・南阿蘇鉄道沿線地域公共交通網形成計画に基づく利用促進策その他取組の実施 

 

■くま川鉄道 

 ・災害復旧事業に関する方針の決定、事業の着手 

 ・部分運行再開の検討・実施 

 ・不通期間における代替交通手段の運行 

 

■JR 肥薩線 

 ・「球磨川流域治水プロジェクト」を踏まえた復旧方法の検討・協議 

 ・不通期間における代替交通手段の運行 

 

 

 

 

 

スケジュール 

 

鉄道路線 
スケジュール 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

南阿蘇鉄道 
     

くま川鉄道 
     

JR肥薩線 
     

 

  

災害復旧事業の検討・実施 

（※部分運行再開の検討・実施） 

災害復旧事業の検討・実施 

災害復旧事業実施 全線復旧 
上下分離 



 

 

 88 

② 空港アクセス鉄道の検討推進 

概要 

熊本地震からの創造的復興の総仕上げとして、長年の課題である阿蘇くまもと空港への

アクセス改善を図るため、空港アクセス鉄道の検討を推進する。 

具体的な内容 

■空港アクセス改善の検討状況 

「三里木駅」を起点駅とし、「県民総合運動公園」付近に中間駅を設け、阿蘇くまもと

空港に至る３ルート４案を検討。 

 

 

■事業化に向けた検討 

継続調査の実施 

  ・需要予測、費用便益分析の精度向上 

  ・事業費の縮減に向けた、構造・工法の精査 

・交通モード（BRT を含む）の比較検証 

空港アクセス検討委員会の設置 

  ・県民の一層の理解を得るため、有識者や経済界などからなる検討委員会を設置し、

幅広く意見を聴きながら検討を進める。 

財源の確保 

  ・国に対し、整備費の 1/3 の財政支援等の特別な配慮を要望する。 

 

実施主体とスケジュール 

 

 

実施主体 
スケジュール 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

熊本県 
     

  

事業化の検討 
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③ 鉄道事業者と沿線自治体の協働による鉄道の利活用 

概要 

鉄道の長期的な運行を確保するため、鉄道事業者独自の取組だけでなく、沿線自治体が

鉄道事業者と連携し、地域に根差した利用促進活動や、鉄道以外の交通モードとの連携・

役割分担など、地域における鉄道の利活用策を検討・実施する。 

具体的な内容 

■鉄道事業者と沿線自治体で構成する協議会による利用促進事業の実施 

（参考事例）木次線利活用推進協議会 

沿線地域・JR 西日本・住民団体などが実施主体となった、利用促進、地域振興などに

関する事業を協議会で協議・決定。木次線遠足等利用促進事業、木次線利用促進実証事

業などを展開。開業 100 周年や 80 年など、イベント的な取組みとなっていたことを、沿

線住民も含めて木次線の利用促進と交流人口拡大に向けた沿線の活性化に向けた持続的

な活動へと展開した。 

 

 

出典：木次線利活用推進協議会ホームページ 

実施主体とスケジュール 

 
 

実施主体 
スケジュール 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

熊本県 
     

市町村 
     

交通事業者 
     

  

不断に検討・実施 
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（4） 交通モード間の連絡性の強化 

① 交通モード間のダイヤ調整・乗継環境の整備 

概要 

交通モード間（鉄軌道とバス、バスとコミュニティ交通、航路と路線バス等）のスムー

ズな乗継を可能にし、地域住民だけでなく観光客の公共交通利用も促進することでネット

ワーク全体としての持続可能性を高めるため、ダイヤの調整や乗継環境の整備等の連絡性

の向上を行う。 

具体的な内容 

■交通モード間のダイヤの調整、乗継環境の整備 

（参考事例）ＪＲ九州日豊本線 下曽根駅 

JR 日豊本線 下曽根駅周辺までのバスアクセス向上や列車・バス相互の情報案内の強

化、待ち合い環境の充実等を通じて、ストレスなくスムーズに乗り継げる環境が整備さ

れている。 

下曽根駅に結節するすべてのバスにおいて、極力列車の時刻に合わせたダイヤ調整を

行った。また、駅構内におけるバス案内モニターの設置や、バス車内の運賃表示モニタ

ー上で列車時刻の案内を行うなど、相互の情報案内の強化が図られた。また、期間限定

で、IC カード利用時に相互にポイント付与サービスが実施された。 

 

 

 

 

 

 

実施主体とスケジュール 

 

実施主体 
スケジュール 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

市町村 
     

交通事業者 
     

 

  

不断に検討・実施 
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② シームレスな乗継を可能にする情報提供 

概要 

交通モード間（鉄軌道とバス、バスとコミュニティ交通、航路と路線バス等）のスムー

ズな乗継を可能にし、地域住民だけでなく観光客の公共交通利用も促進することでネット

ワーク全体としての持続可能性を高めるため、経路検索や乗継時刻の情報等を一元的に発

信できる仕組みの整備を促進する。 

具体的な内容 

■GTFS-JPデータの整備 

交通事業者（コミュニティ交通については運行主体である自治体 

等）が GTFS-JP データを整備し、公共交通の経路検索事業者に提 

供することで、公共交通利用者がスムーズに乗継情報にアクセスす 

ることが可能になる。（県内バス事業者は対応済み。） 

 

 

出典：バスきたくまさんホームページ 

 

■コミュニティ交通と路線バスの乗継時刻表 

乗継情報を利用者に分かりやすく提供することで、コミュニティ交通と路線バスの乗

継抵抗を軽減し、公共交通の利用を促進。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：美里町ホームページ 

 

実施主体とスケジュール 
 

実施主体 
スケジュール 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

市町村 
     

交通事業者 
     

  

不断に検討・実施 
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③ 交通モード間をまたいだ運賃施策の導入 

概要 

交通モード間（鉄軌道とバス、バスとコミュニティ交通、航路と路線バス等）のスムー

ズな乗継を可能にし、地域住民だけでなく観光客の公共交通利用も促進することでネット

ワーク全体としての持続可能性を高めるため、乗継割引運賃や多モード間の一体的な運賃

体系導入に向け、事業者間の連携を促進する。 

具体的な内容 

■交通モードをまたいだ割引運賃施策 

（参考事例）わくわく１dayパス 

熊本市電、熊本電気鉄道（電車）、各社路線バス（一部のコミュニティバス）が乗り

放題となる 1 日乗車券 

 

出典：九州産交バスホームページ 

（参考事例）美里バス利用者のタクシー割引 

コミュニティバスを利用すると、主要バス停間のタクシー乗車が 1 回当たり 200 円と

なるサービス。 

     出典：美里町ホームページ 

実施主体とスケジュール 

 

実施主体 
スケジュール 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

市町村 
     

交通事業者 
     

 

  

不断に検討・実施 
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（5） 地域の実情に応じたコミュニティ交通の導入 

① コミュニティ交通の充実に向けた指針の策定 

概要 

計画の目標である「輸送資源の総動員によるコミュニティ交通の充実」に向けて、コミ

ュニティ交通施策の検討・実施主体である市町村が抱える課題・隘路等を踏まえ、施策の

方向性を示す指針を定める。 

具体的な内容 

【コミュニティ交通の充実に向けた指針】（P75の再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体とスケジュール 

 

実施主体 
スケジュール 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

熊本県 
     

 

  

課題・隘路 施策の方向性 

公共交通施策に 

対する財源不足 

地域における 

担い手（乗務員）不足 

コミュニティ交通導入 

による利便性の低下 

自治体内の 

人材・ノウハウ不足 

方向性① 運行の効率化・ダウンサイジング 

P69～73 の幹線公共交通ネットワークの考え方を踏

まえつつ、バス路線の利用実態等を見極め、需給バ

ランスの悪い路線については、運行形態の効率化や

車両のダウンサイジングを図る。 

方向性② 既存輸送サービスの組合せ運行 

実施主体の官民を問わず、地域で提供されている輸

送サービスを洗い出し、可能なものについてはサー

ビスの連携や統合等を図る。 

方向性③ 新技術・新制度の活用 

ＡＩシステムや自動運転技術等によるきめ細かなサ

ービスの提供や、交通モード間をまたいだわかりや

すい運賃設定等により、利便性の向上を図る。 

方向性④ 研修機会等の充実 

「熊本県地域公共交通担当者研修会」の内容（質・

量）の拡充により、市町村や交通事業者担当者を対

象とした研修機会の充実を図る。 

方
向
性
①
～
③
に
沿
っ
た
施
策
に
つ
い
て
は 

県
の
財
政
支
援
を
検
討 

必要に応じて見直しを検討 
（※協議会の場において関係者で協議を行いながら検討） 計画策定 
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② 需給バランスを考慮した運行の効率化・ダウンサイジング 

概要 

幹線公共交通ネットワークの考え方を踏まえつつ、バス路線の利用実態等を見極め、需

給バランスの悪い路線については、沿線市町村が連携して運行形態の効率化や車両のダウ

ンサイジングを図る。 

具体的な内容 

■運行形態の効率化・ダウンサイジング 

 ・幹線公共交通ネットワークの考え方を踏まえつつ、おおむね１日当たりの輸送量９人

未満のバス路線を目安に、運行形態の効率化やダウンサイジング（コミュニティ交通

への転換）を検討する。 

  ※ただし、ピーク時間帯には多くの人数が利用しているなど、一部の便をバスで残す

必要がある場合も考えられるため、利用実態を丁寧に見極めることが必要。 

■複数市町村によるコミュニティ交通の共同運行 

 ・複数市町村にまたがるバス路線の効率化・ダウンサイジング等を検討する場合、沿線

の市町村どうしが共同でコミュニティ交通を運行することで、より効率的かつ利便性

の高いサービスを提供することが可能になる場合がある。 

（参考事例：愛知県北設楽郡地域） 

平成 21年度より３町村共同で公共交通の運営について協議を開始。３町村個別のコミュ

ニティバスを再編し、各自治体の役割分担により、複数の自治体にまたがる基幹バスを運行。

広報や利用促進の取組みも３町村で共同して実施しており、実施施策に応じて３町村の協議

会や、各町村役場で役割分担を行っている。 

  

出典：北設楽郡地域公共交通網形成計画       出典：おでかけ北設ホームページ 

実施主体とスケジュール 

 

実施主体 
スケジュール 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

市町村 
     

※施策の検討・実施を推進するため、県も必要な支援を検討。 

検討・実施 
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③ 既存の輸送サービスを組み合わせた交通体系の効率化 

概要 

実施主体の官民を問わず、地域で提供されている輸送サービスを洗い出し、可能なもの

についてはサービスの連携や統合等を図る。 

具体的な内容 

■地域で提供されている輸送サービス 

民間交通事業者が提供する輸送サービス 

  路線バス、タクシー 等 

市町村が提供する輸送サービス 

  コミュニティバス、乗合タクシー、スクールバス、福祉バス 等 

その他民間施設が提供する輸送サービス 

  病院の送迎バス、福祉施設の送迎バス、商業施設の送迎バス 等 

→これらのサービスの連携や統合を図ることで、より効率的かつ利便性の高いサービスを

提供することが可能になる場合がある。 
 

（参考事例：山都町「山都ふれあいバス」） 

通学時間帯は、スクールバス（その他時間帯と異なる路線網）に混乗可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：山都町ホームページ 

（参考事例：茨城県常陸太田市 通院バス等の民間バスへ

の統合事例） 

路線バスと通院バス、市民バス等の路線が重複し、運転

士や車両の面から非効率な輸送となっていた。 

→路線バス以外のバスを廃止し、路線バスに統合、併せ

て分かりやすい運賃体系に変更した。 

 

 

出典：：国土交通省「高齢者の移動手段の確保に関する検討会」中間とりまとめ資料 

実施主体とスケジュール 

 

実施主体 
スケジュール 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

市町村 
     

※施策の検討・実施を推進するため、県も必要な支援を検討。 

検討・実施 
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④ 新たなモビリティ技術や法制度を活用した施策の導入 

概要 

AI システムや自動運転技術等によるきめ細かなサービスの提供や、交通モード間をまた

いだわかりやすい運賃設定等により、利便性の向上を図る。 

また、改正地域公共交通活性化再生法等のスキームを活用した自家用有償旅客運送や貨

客混載の取組の推進により、過疎地域等における移動手段の確保を図る。 

具体的な内容 

■新たなモビリティ技術の活用 

 ・ＡＩ技術を活用したデマンド型コミュニティ交通の運行 

 ・スマートフォンによる運行状況や経路検索の提供 

 ・交通モード間をまたいだわかりやすい運賃設定、予約・決済サービスの提供 等 

 

（参考事例：荒尾市「おもやいタクシー」） 

縮小する路線バス網やタクシーを補完する公共交通機関として、市

域全域で利用できるフルデマンド交通システム「おもやいタクシー」を

運行している。AIを活用し、状況に応じて相乗りすることで、柔軟で効

率的な運行を実現している。市内で発電した電気を活用して電気自動

車で運行している。 

出典：荒尾市ホームページ 

■新たな法制度の活用 

 ・自家用有償旅客運送制度の活用（事業者協力型、観光ニーズへの対応） 

 ・貨客混載の実施 

（参考事例：産交バス・ヤマト運輸「客貨混載」（人吉市～五木村）） 

 

     

※令和 2 年 7 月豪雨により車両が被災したため、現在は休止中         

 

実施主体とスケジュール 

 

実施主体 
スケジュール 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

市町村 
     

※施策の検討・実施を推進するため、県も必要な支援を検討。 

  

検討・実施 
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⑤ コミュニティ交通導入に係る研修機会等の充実 

概要 

平成 29 年度から開催している、「熊本県地域公共交通担当者研修会」の内容（質・量）

の拡充により、市町村や交通事業者担当者を対象とした研修機会の充実を図る。 

具体的な内容 

■熊本県地域公共交通担当者研修会の充実 

平成 29年度から年に１回開催している「熊本県地域公共交通担当者研修会」について、内

容の拡充を検討・実施する。 

  ○質…市町村、交通事業者担当者のアンケート等を基に、興味・関心のあるテーマを設定 

     初任者向け、経験者向けの内容を分けての開催  等 

  ○量…研修会の開催数の増加、地域ブロック毎の分散開催、 

運輸局や公共交通関係の各種団体等が開催する研修会等の熊本開催打診 等 

 

 （参考：令和元年度研修会プログラム） 

  ○基 調 講 演  『公共交通と観光の連携について』 

大分大学 大井 尚司 教授 

  ○制 度 説 明  『九州運輸局（国土交通省）における最近の取り組みについて』 

  ○事 例 紹 介  『美里町のコミュニティ交通再編事例について』 

           『宇城市の公共交通利用促進活動について』 

  ○グループワーク 『公共交通と観光の連携について考えよう』 

 

 

 

 

実施主体とスケジュール 

 

実施主体 
スケジュール 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

熊本県 
     

 

  

実施 
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⑥ コミュニティ交通導入に係る財政支援の検討 

概要 

県民のきめ細かな移動ニーズに対応し、地域の実情に応じた公共交通手段を確保するた

め、「コミュニティ交通の充実に向けた指針」に沿って、市町村が行うコミュニティ交通の

導入・改善の取組に対して、県の財政支援を検討する。 

具体的な内容 

■財政支援のイメージ 

※本計画策定時点でのイメージであり、今後市町村や交通事業者との協議を行いながら、

制度の詳細を検討していくことが必要。 

※そのため、令和３年度を検討期間とし、令和４年度予算からの導入を目指す。 

 

支援を検討する施策の例 

 ①運行の効率化・ダウンサイジング（P92参照） 

   →例：路線バスからコミュニティ交通への転換、複数市町村での共同運行 等 

 ②既存輸送サービスの組合せ運行（P93 参照） 

   →例：スクールバスと一般客の混乗、民間の輸送サービスとの連携 等 

 ③新技術・新制度の活用（P94参照） 

   →例：AI技術を活用したデマンド型乗合タクシー、貨客混載の取組 等 

 
 ⇒このような取組の導入に係る車両、システム等の調達や実証実験に要する経費等を支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体とスケジュール 

 

実施主体 
スケジュール 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

熊本県 
     

 

  

導入 検討 
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「新しいくまもと」の創造に
資する県内各地域の実情に
応じた公共交通網の構築

社会動態の変容によって絶え間なく変化・多様化する県民の移動ニーズを満たす、地域公共交通施策の展開
～公共交通の持つ効果の最大化に向けた輸送資源の総動員～

県の公共交通ネットワークの骨格となる幹線公共交通（鉄軌道・路線バス等）について、その役割を明確
に定義した上で、交通事業者どうし、並びに交通事業者と自治体との協働により、将来にわたり、その持
続可能性を高め、ネットワークとしての維持を図る。また、２度の大きな災害の経験を踏まえ、災害時の
ネットワークの持続性についても向上を図る。

数値指標・目標値（目標①の達成を測る指標）

被災鉄道路線の復旧・復興

空港アクセス鉄道の検討推進

コミュニティ交通の充実に向けた指針の策定

コミュニティ交通導入に係る研修機会等の充実

コミュニティ交通導入に係る財政支援の検討

幹線公共
交通ネット
ワーク構築
のための

体制整備

複数市町村にまたがる広域での検討の推進

事業者間の垣根を越えた経営資源の再配置

幹線に求められる役割や維持・確保の方針の設定

交通モード間のダイヤ調整・乗継環境の整備

共同経営
による
“あるべき
バス路線

網”の構築

利便性向上のための新たな運賃施策の導入

鉄道ネット
ワークの
整備と

持続可能性
の向上

シームレスな乗継を可能にする情報提供
交通モード
間の連絡性
の強化

幹線ネットワーク構築に資する補助金制度への見直し

交通モード間をまたいだ運賃施策の導入

複数事業者による重複区間の最適化

計画の目標① 持続可能な幹線公共交通ネットワークの構築

鉄道事業者と沿線自治体の協働による鉄道の利活用

既存の輸送サービスを組み合わせた交通体系の効率化

新たなモビリティ技術や法制度を活用した施策の導入

需給バランスを考慮した運行の効率化・ダウンサイジング

地域の実情
に応じた
コミュニティ
交通の導入

市

町

村

事

業

者

県

計画の基本的な方針 目指すべき将来像

計画の目標 目標を達成するための施策・事業

県

市

町

村

県

事
業

者

事
業

者

事

業

者

市

町

村

事

業

者

県

県

市

町

村

事

業

者

県

市

町
村

事

業
者

市

町
村

事

業
者

市

町

村

事

業

者

県

県

県

市

町

村

市
町

村

市
町

村

幹線公共交通利用者数の維持

指標Ⅰ：路線バスの年間輸送人員
■目標値 26,737千人/年以上 （現状値 26,737千人/年）

指標Ⅱ：鉄道の年間輸送人員
■目標値 3,813千人/年以上 （現状値 3,611千人/年）

幹線公共交通の収益性の向上

指標Ⅲ：路線バスの収支率
■目標値 63.9％以上 （現状値 63.9％）

指標Ⅳ：鉄道の収支率
■目標値 71.2％以上 （現状値 71.2％）

利用者一人当たりの行政負担額の縮減

指標Ⅴ：路線バス利用者一人当たりの行政負担額
■目標値 113円/人以下 （現状値 113円/人）

広域での地域公共交通計画数の増加

指標Ⅵ：複数市町村にまたがる地域公共交通計画の数
■目標値 ７以上 （現状値 ３）

輸送資源が縮小する中でも多様化する県民の移動ニーズに対応するため、既存の輸送資源の活用や、
複数市町村間の協働による広域コミュニティ交通の導入、新たな法制度やモビリティ技術の活用等、あ
らゆる選択肢の中から地域の実情に応じて適切な施策を導入できるような指針を立案し、幹線公共交
通ネットワークを補完するコミュニティ交通の充実を図る。

計画の目標② 輸送資源の総動員によるコミュニティ交通の充実

コミュニティ交通施策の新規導入・サービス見直しの推進

指標Ⅶ：コミュニティ交通施策の新規導入・サービス見直しを行った市町村数
■目標値 45市町村

コミュニティ交通利用者数の増加

指標Ⅷ：コミュニティ交通の年間利用者数
■目標値 ６９４千人以上 （現状値 ６９４千人）

数値指標・目標値（目標②の達成を測る指標）

数値指標・目標値（目標①・②の達成を測る共通指標）

公共交通に対する県民満足度の向上

指標Ⅸ：県民アンケートにおける公共交通に対する県民満足度
■目標値 25.0%以上 （現状値 －）
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8 計画の達成状況の評価 

（1） モニタリングの方法 

本計画の目標の達成状況に関するモニタリングの方法は次のとおりとする。（基本的に、

すべての指標について毎年度モニタリングを行う。） 

表８－１ 数値指標ごとのモニタリング・評価の方法 

数値指標 目標値 モニタリングの方法 

目
標
①
「
持
続
可
能
な
幹
線
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
」
の
達
成
を
測
る
指
標 

幹線公共交通利用者数の維持 

 指標Ⅰ：路線バスの年間輸送人員 

（バス事業者５社の合計輸送人員） 

26,737 
千人/年 以上 

（R7 年度） 

路線バス事業者の提供デー

タにより確認（毎年 6 月頃） 

指標Ⅱ：鉄道の年間輸送人員 

（鉄道事業者４社の合計輸送人員） 

3,813 
千人/年 以上 

（R7 年度） 

鉄道事業者の提供データに

より確認（毎年 6 月頃） 

幹線公共交通の収益性の向上 

 指標Ⅲ：路線バスの収支率 

（バス事業者５社の合計経常収入/合計

経常費用） 

63.9％ 以上 

（R7 年度） 

路線バス事業者の提供デー

タにより確認（毎年 6 月頃） 

指標Ⅳ：鉄道の収支率 

（鉄道事業者４社の合計鉄道事業収入/

鉄道事業費用） 

71.2％ 以上 

（R7 年度） 

鉄道事業者の提供データに

より確認（毎年 6 月頃） 

利用者一人当たりの行政負担額の縮減 

 指標Ⅴ：路線バス利用者一人当たりの行

政負担額（バス事業者５社の合計行政負

担額/合計輸送人員数） 

113 円/人 以下 
（R7 年度） 

路線バス事業者の提供デー

タにより確認（毎年 6 月頃） 

広域での地域公共交通計画数の増加 

 指標Ⅵ：複数市町村にまたがる地域公共

交通計画の数 

７ 以上 
（R7 年度末） 

市町村への聞き取りにより

確認（毎年度末） 

目
標
②
「
輸
送
資
源
の
総
動
員
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
交
通
の
充
実
」
の
達
成
を
測
る
指
標 

コミュニティ交通施策の新規導入・サービス見直しの推進 

 指標Ⅶ：コミュニティ交通施策の新規導

入・サービス見直しを行った市町村数 

45 市町村 
（R7 年度末） 

市町村交通施策状況調査に

より確認（毎年 8 月頃） 

コミュニティ交通利用者数の増加 

 指標Ⅷ：コミュニティ交通の年間利用者

数（市町村交通施策状況調査における全

市町村のコミュニティ交通利用者実績の

合計） 

694 
千人/年 以上 

（R7 年度） 

市町村交通施策状況調査に

より確認（毎年 8 月頃） 

そ
の
他
の

指
標 

公共交通に対する県民満足度の向上 

 指標Ⅸ：県民アンケートにおける公共交

通に対する県民満足度 

25.0％ 以上 

（R7 年度） 

県民アンケートにより確認

（毎年 10 月頃） 
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また、モニタリングの結果を踏まえた、数値指標ごとの計画期間中における評価の考え

方について、次のとおり定める。 

 

表８－２ 数値指標ごとの計画期間中における評価の考え方 

数値指標 現状値 
計画期間中における評価の考え方 

（R3年度～R6年度） 

目標値 

(R7 年度) 

指標Ⅰ 

路線バスの年間輸送人員 

26,737 
千人/年 

（R1 年度） 

各年度において現状値に対する増減の状況

を評価する。 

26,737 
千人/年 

以上 

指標Ⅱ 

鉄道の年間輸送人員 

3,611 
千人/年 

（R1 年度） 

各年度において現状値に対する増減の状況

を評価する。 
（※現状値は、南阿蘇鉄道が高森～中松の部分運行中、くま

川鉄道が７月豪雨の被災前の値であることに留意する。） 

3,813 
千人/年 

以上 

指標Ⅲ 

路線バスの収支率 

63.9％ 

（R1 年度） 
各年度において現状値に対する増減の状況

を評価する。 
63.9％ 

以上 

指標Ⅳ 

鉄道の収支率 

71.2％ 

（R1 年度） 

各年度において現状値に対する増減の状況

を評価する。 
（※現状値は、南阿蘇鉄道が高森～中松の部分運行中、くま

川鉄道が７月豪雨の被災前の値であることに留意する。） 

71.2％ 

以上 

指標Ⅴ 

路線バス利用者一人 

当たりの行政負担額 

113 円/人 

（R1 年度） 
各年度において現状値に対する増減の状況

を評価する。 
113 円/人 

以下 

指標Ⅵ 

複数市町村にまたがる 

地域公共交通計画の数 

３ 
（R2 年度末） 

おおむね各年度１つ以上の計画が策定され

ることを目安に、進捗状況を評価する。 
７以上 

指標Ⅶ 

コミュニティ交通施策の

新規導入・サービス 

見直しを行った市町村数 

－ 

おおむね各年度９市町村以上で、施策の新

規導入・サービス見直しが行われることを

目安に、進捗状況を評価する。 

４５ 
市町村 

指標Ⅷ 

コミュニティ交通の 

年間利用者数 

694 
千人/年 

（R1 年度） 

各年度において現状値に対する増減の状況

を評価する。 

694 
千人/年 

以上 

指標Ⅸ 

県民アンケートにおける

公共交通に対する 

県民満足度 

－ 

R4 年度以降において R3 年度数値に対する

増減の状況を評価する。 
（※R3 年度数値：公共交通サービスについて｢満足｣,｢やや

満足｣と感じる県民の割合 23.1％） 

25.0％ 

以上 
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（2） 評価結果を踏まえた計画の見直し（PDCA サイクル） 

各年度のモニタリング結果を踏まえ、計画に定める施策の実施状況並びに効果の発現状況

等を評価（Check）し、必要に応じて次年度実施事業の見直し・改善を検討（Action）する。

検討した内容は計画へ反映（必要に応じて改定）（Plan）しながら、着実に取組を実施（Do）

していく。本計画は、この PDCA サイクルを運用しながら、進捗管理を行う。 

なお、PDCA サイクルは、熊本県地域公共交通協議会で関係者間の協議を行いながら運用

する。協議会は、本体協議会を年に２回程度開催するほか、必要に応じて地域ブロック部会

を開催する。 

 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

協議会等 
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図８－１ 各年度における PDCA サイクルのイメージ 
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図８－２ 計画期間内における PDCA サイクルのイメージ 
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